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   第 ８ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成26年１月29日（水曜日） 

                        午前10時０分開議 

                        午後０時16分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

   県内の各建設産業団体との意見交換 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 杉 浦 康 治 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 松 岡   徹 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

土木部 

          部長 船 原 幸 信 

              政策審議監  佐 藤 伸 之 

          河川港湾局長兼 

     土木技術審議監 渡 邊   茂 

      道路都市局長  猿 渡 慶 一 

      建築住宅局長 生 田 博 隆 

        監理課長 成 富     守 

        土木技術管理課長 西 田   浩 

        建築課長 坂 口 秀 二 

――――――――――――――― 

参考人 

 熊本県建設産業団体連合会 

           会長 橋  口 光  徳 

                  副会長  福 島 正 継 

         副会長 味 岡 和 國 

         副会長  一   祥 雅 

               理事 工  藤 光 明 

          理事 藤 本 祐 二 

      理事代理出席 坂 本 英 明 

          理事 髙 村 四 郎 

          理事 中 村    隆 

          監事 木 下   顕 

          理事  冨 田 潤 一 

          理事 坂 田 信 介 

          理事 前 川   勝 

          理事 松 村 陽一郎 

          理事 梨子木 和 秀 

          理事  神 崎 弘 光 

          理事 森    光 也 

          理事 前 川 浩 志 

          監事 笹 原 健 嗣 

         事務局 豊 後 謙 藏 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

     政務調査課主幹  福  田  聖  哉 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○内野幸喜委員長 それでは、ただいまから

第８回建設常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に３名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 本日の委員会では、県内の各建設産業団体

との意見交換を議題とさせていただきます。 

 それでは、県内の各建設産業団体との意見

交換を始めさせていただきます。 

 初めに、私のほうから御挨拶申し上げま

す。 

 皆様おはようございます。 

 本日は、橋口会長を初め建設産業団体連合

会の皆様方には大変お忙しい中、私ども県議
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会建設常任委員会に御出席をいただきまし

て、大変ありがとうございます。 

 また、皆様方におかれましては、本県の社

会資本の整備、維持、更新に多大なるお努め

をいただいておりますことに、心から感謝を

申し上げます。 

 また、とりわけ災害時の迅速な対応、そし

て、その後の復旧・復興活動において力強い

御支援、そして、本県の各地域における雇用

の場を担っていただいておりますことに、心

から感謝を申し上げますと同時に、改めて皆

様方が県民生活において重要な産業であると

いうことを強く認識いたしております。 

 そのような中、建設資材の高騰、技術者不

足の問題、また積算価格と実勢価格の乖離等

さまざまな問題も出てきているのも事実であ

ります。 

 きょうは、そうした皆様方が現場で抱える

問題を率直に言っていただきまして、私ども

委員としても、その問題を共有しまして、今

後の委員会の活動に、委員会の議論の中に生

かしていきたいと思っておりますので、きょ

うは本当遠慮なくいろんな意見をぶつけてい

ただきたいと思います。 

 本日は、大変お世話になります。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、着座のまま私のほうで委員の紹

介をさせていただきます。 

 杉浦副委員長です。 

 堤委員です。 

 城下委員です。 

 佐藤委員です。 

 池田委員です。 

 松岡委員です。 

 以上７名です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、県内の建設産業団体を代表し

て、一般社団法人熊本県建設業協会橋口会長

より御挨拶をいただきたいと思います。 

 

○橋口参考人 本日は、県議会の建設常任委

員会の場所に建産連出席させていただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 きょうの会議を機会にして、劣化した建設

産業の再生に向けて第一歩となりますよう、

建設産業の現状と課題を各団体から説明いた

しますので、御指導のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 本日は、本当にありがとうございます。 

 

○内野幸喜委員長 ありがとうございまし

た。 

 それでは、意見交換に入ります前に、県内

の各建設産業団体を代表して、10名の各団体

の代表の方から、各団体の現状及び課題等に

ついて、各５分程度で説明をお願いします

が、説明の際は着座のままお願いいたしま

す。 

 なお、役職は熊本県建設産業団体連合会で

の役職名でお呼びいたします。 

 それでは、まずは福島副会長のほうからお

願いいたします。 

 自己紹介はよかですか。 

 

○豊後参考人 事務局のほうから、本日建産

連の出席者について御紹介申し上げたいと存

じます。 

お手元の出席者名簿のほうに従いまして御

紹介申し上げます。 

 （橋口参考人～豊後参考人の順に紹介） 

○内野幸喜委員長 大変失礼いたしました。 

 それでは、早速意見交換に入らせていただ

きます。 

 まずは、福島副会長のほうからよろしくお

願いいたします。 

 

○福島参考人 おはようございます。 

 本日は、建設常任委員会を開催していただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 我々建築士事務所協会の抱えている課題と



第８回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成26年１月29日) 

 - 3 - 

いたしまして、まず第一に、建築設計事務所

にとりましても厳しい経営状況にあります。

県有施設における建築設計業務の前倒し発注

や新規設計業務の創出など、地元建築設計事

務所への発注をふやしていただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 また、やむを得ず県外の建築設計事務所へ

発注される場合は、地元建築設計事務所との

共同企業体方式の発注方式を採用していただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 また、続きまして２番目といたしまして、

建築物の耐震診断及び耐震改修が促進されて

いる中、民間の建築物に対しまして、住宅の

ほか病院、幼稚園及び社会福祉施設などの耐

震改修が進んでない状況にございます。 

 また、県で指定されております緊急輸送道

路に面する建築物について、耐震改修の促進

が必要であると思います。 

 つきましては、これらの建築物の耐震改修

を促進するために、耐震診断及び耐震改修に

対する支援制度や補助制度の拡充をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

 

○味岡参考人 ただいま紹介いただきました

熊本県生コンクリート工業組合の味岡と申し

ます。 

 私どもの抱えている課題といたしまして、

まず１番目の課題といたしまして、原材料、

骨材、セメント単価の上昇傾向及び今後の供

給懸念、それに伴う生コンクリート単価の適

正価格確保についてです。 

 理由といたしましては、原材料の価格の値

上げの圧力が強まってきている。特に骨材に

ついては、熊本県内の工場は、長崎産の海砂

への依存度が高いところが多く、今後供給懸

念及び単価の上昇が危惧されます。 

 生コンクリートの単価については、県内格

差が大きく、特に八代地区など組合員外会社

がいまして、そういったような状況という

か、地区によっては員外社が１社、安値で販

売をいたしますと、その１社のために積算単

価の上昇難、下落につながっている、そのよ

うな現状の打破のためにはストライキ、いわ

ば出荷停止措置も検討せざるを得ない状況に

あるということを、特に八代地区において

は、そういう状況にあるということをお願い

したいと思います。 

 ２番目の課題といたしましては、アジテー

ター車及び運転手の不足傾向――理由といた

しましては、急激な出荷量の増加や震災復興

による全国的にアジテーター車が不足傾向に

なっておりまして、発注しても６カ月か１年

しないと納入されないという状況にありま

す。 

 それと、長きにわたる建設業不況の中に、

現在上向いてきているとはいえ、需要がいつ

まで継続されるのか、先行き不透明な懸念を

拭えず、設備投資並びに人的投資に踏み込め

ない状況も見られます。 

 運転手の不足については、生コン業界に限

らず輸送業界でも同様な問題を抱えておりま

して、当業界といたしましては、大型免許の

取得緩和を、上部団体を通じて申し入れるよ

うにしているところであります。 

 ３番目の課題といたしましては、県内、県

央、阿蘇地区以外の地区における今後の需要

が不透明でありますためですね。理由といた

しましては、熊本県内には９つの協同組合、

私どもの組合があるわけですけれども、本年

度の出荷量は、いずれも前年度を上回って推

移していますけれども、しかしながら、来年

の需要想定を紹介すると、需要が好調な熊本

市また災害復旧が見込まれる阿蘇地区以外は

具体的な工事の予定もなく、低調な見通しに

なっていることを特にそういった点について

よろしくお願いしたいところです。 

 以上です。 
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○一参考人 おはようございます。お世話に

なります。 

 電気工事業界を代表いたしまして、２つほ

どお願いをしたいと思っております。 

 まずもって、こういう機会を与えていただ

きました内野委員長先生初め県の執行部の方

々に感謝を申し上げたいと思っております。 

 私たち業界といたしましては、現状が非常

に少子・高齢化、技術継承者の減少、高度技

術者を有する事業者の廃業などにより、技術

者不足で非常に苦慮をしているところであり

ます。 

 それで、各会社とももう若手技術者がいな

くて、工事受注も大変な段階に入っておると

いうところでありますので、それは何かとい

いますと、労務単価が安いということで、若

手の新卒者付近がなかなか電気工事業界には

就職してくれないというのが一つの原因だと

思っております。各学校に回りましても、な

かなか希望がいないということでありますの

で、ぜひ労務費の単価を上げていただくこと

が一番じゃないかと、そういうことで次代を

担う技術者をふやしていくように、皆さんで

努力していきたいなということで、それが一

つのお願いでございます。 

 それと、我々電気業界においては、電気材

料が建設物価で役所付近が入れていただいて

おりますので、普通はメーカーから１次代理

店、そうすると業者という形で入ってきます

が、私たち電気工事材料というのは、第１次

問屋から２次問屋の地元の電材屋を経由して

納入されますので、どうしても、建設物価版

では単価が合わないというところで、そこら

付近も考えていただきたいということで、お

願いをしておきたいと思っております。業界

でもこの問題が非常に深刻で、どうしても見

積もりしても役所の金額と自分たちの見積も

り金額が合わないというところがあるもんで

すから、これは十分きょうお願いをしてくれ

ということでありましたので、地元の電材店

からの見積もりも参考にしていただいて、単

価を入れていただきたいということでござい

ます。 

 それと、補助金付近で非常に工事が集中し

て、発注とか平準化というのがなかなか難し

いところであるかと思いますが、県庁の職員

の方々は一生懸命されております。そういう

ことで、できるだけそういうとも加味しまし

て、平準化をお願いしたいなということであ

りますので、よろしくお願いしたいと思って

います。 

 以上でございます。 

 

○工藤参考人 管工事の工藤でございます。

お世話になります。 

 電気と管は似たようなものでございまし

て、今私が言いたいようなことをほとんど一

さんが言われたんでございますが、建設業と

いうのはきつい、汚い、危険、３Ｋと言われ

ております。でも私は、４Ｋじゃないかとい

つも言っているんですよね。それにつけ加え

まして給料が安いと。私たち管工事から見ま

しても、平成11年の設計業務単価が、配管工

の場合は１万9,200円ありました。24年が１

万3,300円ですね。昨年1,500円上がりました

けども、まだ4,400円安いわけです。給料で

考えますならば、平成11年に配管工が30万円

もらっていたのが、今20万円しかもらってな

いのかと、そういう感覚なんですよね。 

 ですから、やっぱり経営者もみんな給料は

上げてあげたい、しかし上げる財源がない。

やっぱり安い請負金額の中から社員たちに給

料を多くやることは不可能なわけです。です

から、もう少しそういう面を見直して上げて

ほしいと、国の関係――労務費単価の関係も

ございますでしょうけども、非常にそこが一

番苦しいとこじゃないかと思うんですね。や

っぱりとにかく魅力がない産業になってしま

っていますので、魅力があるといえば、いず

れにしてもよそより給料が高い、危険だとい
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っても、危険とか汚いとかきついとかいう仕

事は、どこにでもあると思うんですよね。で

も、それにしては給料が安いと、そういう感

じじゃないかと思うんです。 

 国交省の調査ですかね、高校卒業してまず

建設業に入った人の47％ぐらいはすぐやめて

いますよね。それは、やっぱり同級生あたり

がほかのところに行っている、そういう人た

ちと話をしてみますと、やっぱり建設業に来

た人は休みが少ない、危険な割には給料が安

い。ほかの産業についている人は休みはあ

る、給料はそれなりにある、だったらやっぱ

りやめたくなるのが普通じゃないかと思うん

ですよ。今、建設業は503万人ですか就業し

ていると言われますけれども、30歳未満は１

割しかいませんね。やっぱり、この10数年の

間にずうっと不況で下がってきたのと同じ、

比例していると思うんです。やっぱり１割し

かいないのは当たり前だと思います。 

 これを10年ぐらい放っておくと、今50歳以

上ですかね、３割ぐらいいると言われていま

すから、10年ぐらいたつとその人たちはほと

んどいなくなってしまいます。そうなります

と、その30歳未満の１割がまた10年後に１割

補充できるかというと、１割も補充できない

んじゃないかと思います。そうすれば、建設

業は崩壊してしまいますよね、多分。道路や

橋やいろんなものを新規につくるというよ

り、メンテナンスも行き渡らないんじゃない

かと思うんです。やっぱり若者を参入させる

ためには魅力あるようにつくっていかなけれ

ばいけないし、そのためには、まず基本的に

は給料を上げなければならない。私はそうい

うふうに考えております。 

 じゃ今、非常にこの前も新聞に載っていま

したけども、県もかなり不調・不落が出てお

ります。これは県だけじゃなくて、ほかの発

注機関でも不調・不落はいっぱい起きており

ます。 

 もう少ない人間の中で、ちょっと工事内容

から比べて金額が安ければ、もうむからない

と。以前は、やっぱりＡクラスになりたい、

ＢクラスからＡクラスに上がりたい、いろん

な考えがありましたから、売り上げが欲しい

ためにはある程度安くても、とっていこうと

いうのもありました。しかし、今はもう花じ

ゃない実をとるんだと、職人がいないからそ

んな花はとっておれない、もう皆さんがそう

いう考えになっております。 

 この前も、あるところで３社ＪＶの２億円

弱ぐらいのがありました。誰もエントリーし

てこないわけですね。もう金額じゃないんだ

よと、職人が少ないから、それに見合う、そ

の中でもいい物件だけしかしない。しかし、

それではいけないと思うんですよね。やっぱ

り県民が望んでいるものをつくっていかれる

わけですから、やっぱりそこにかかわる人た

ちは、それぞれ責任を持って誠実にやっぱり

落札して施工していかなければいけない。で

も、そういう気持ちが薄れていくということ

に問題があるんじゃないかと思うんです。で

すから、やっぱりそういう根本的なものを少

し直していかなきゃこれからよくならない

し、若者も入ってこないし、何かそういうい

い手だてがないかということを考えなければ

いかぬなと、私はいつも思っています。 

 配管工は、私たちも県の高等職業訓練校に

講師とかを派遣しています。今は電気と配管

が一緒なんですね、科が。やっていますけど

も、育てた子供たちが結局まず最初電気に行

くんですね、一さんいらっしゃいますけど

も、水道と電気を比べてみますと、やっぱり

水道は、スコップで穴掘って汚れるというイ

メージがありますし、電気屋さんは、ちょっ

と小ぎれいなイメージがあるんです。子供た

ちは、どうしてもまず最初そっちへ行くんで

すね。ですから、私たちも一生懸命講師なん

か派遣して結構お手伝いしているんですけど

も、なかなか入職してくれない。 

 そういうことで、私たち管工事業界には、
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まず若者がほとんど入ってきておりません。

そういうのが現状でございます。 

 以上でございます。あと、いろいろ話が出

てきましたら意見交換のほうで、また入らせ

て発言させください。ありがとうございまし

た。 

 

○藤本参考人 測量設計コンサルタント協会

の藤本です。 

 本日は、このような機会を与えていただき

まして、感謝申し上げます。 

 また、常日ごろより事業量確保などさまざ

まな角度から御指導、御支援賜っていますこ

とを、この場をおかりしまして感謝申し上げ

ます。 

 私どもの業界は、この10数年間、毎年事業

量が削減される中、各社とも人員削減並びに

給与、ボーナスカットなど経費削減に努め

て、何とか会社を経営しているというような

状況でありました。 

 そのような中、平成25年度に入りまして、

緊急経済対策として大型の補正予算が組まれ

たわけですが、事業量は大幅に増加をいたし

ましたが、業務に従事できる技術者の数が減

少しているということで、なかなか対応がで

きないというような状況がございました。安

定した雇用の確保のためには、継続的な先を

見通せるような予算の執行が必要ではないか

なというふうに考えております。 

 また、私どもの業界が魅力ある業界になる

というためには、そこで従事する技術者の職

員の待遇改善というものが必要であるという

ふうに思われます。 

 測量士の技術者単価でありますが、一つ例

をとって申し上げれば、平成９年をピークに

公共事業費の減少と一緒に、技術者の単価が

毎年削減をされて、平成25年度現在ピーク時

の69％、測量士の単価ですが、69％まで落ち

込みをいたしました。つい先ごろ、平成26年

度の技術者単価が公表されましたけれども、

その中で測量士、若干上げていただいたわけ

ですけれども、それでもピーク時から比べる

と77％という水準で推移をしております。こ

の単価アップが図られたことは、我々業界と

しては非常にありがたいことではあるんです

けれども、引き続き単価アップを図っていた

だきたいというふうに思っております。 

 また、若者が土木離れということで、なか

なかこの建設関連業界に入ってこないという

現状がございます。その中の一つとしては、

工業高校あたりの減少並びに大学あたりの土

木科がなくなってきているということが上げ

られるというふうに思います。 

 九州各県を見回しまして、九州にはかつて

５校の測量専門学校というものがございまし

た。現在は熊本にございます九州測量専門学

校、それと福岡の福岡国土建設専門学校、こ

の２校しかございません。 

 九州測量専門学校においては、あと３年も

すれば開校50年を迎えるような歴史のある学

校でありまして、私どもの業界のみならずい

ろんな建設業界に8,000数百名の人材を輩出

しているというような学校であります。この

学校が、ピーク時においては400数十名の生

徒がいたわけですけれども、昨年３月の卒業

生がわずか17名ということで、大変な経営の

危機にあります。もちろん我々の努力も必要

であろうというふうには思いますけれども、

若い人材が入ってくるそこの入口の部分をも

っと大切にしていかないと、この学校がなく

なれば、本当に若者が我々の業界に入ってく

ることが難しくなる、確保するのが難しくな

るというふうに考えております。 

 できることであれば、何らかの支援策をい

ただければありがたいというふうなことで、

本日は提案をさせていただいております。よ

ろしく御検討いただきますよう、お願いいた

します。 

 

○坂本参考人 熊本県コンクリート製品協同
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組合の事務局長の坂本と申します。 

 本日は理事長が所用のため出席できなかっ

たものですから、私が代理で出席させていた

だいております。よろしくお願いします。 

 我が組合としましては、昨年の11月ごろか

ら製品の需要が高まる中、安定供給を行うた

めに日夜努力をして生産に従事しています

が、何分にも生産能力にも限界があり、ユー

ザー様が御希望される納期に支障を来してい

る状況でございます。11月前半に発注された

工事につきましても、使用予定の製品に生産

予定が２月ごろにまずなるというような状況

でございます。早出・残業を今行っておりま

すが、幾分か状況も変化しておりますが、発

注されても、製品をつくり始めるのに数日時

間がかかりますし、製品ができ上がってもＪ

ＩＳ規格で２週間程度置いてからの出荷とい

うことになりますので、その後の出荷となれ

ば１カ月以上かかるということになっており

ます。 

 できれば、とにかく今の我が組合のお願い

というのは、発注をずらしていただくか、工

期を延ばしていただくかが我が組合の要望と

いうことで、本日は参っております。 

 以上です。 

 

○高村参考人 左官組合の高村でございま

す。 

 私ども任意団体から法人化したのが12年

前、左官組合を法人化したときには、127社

ぐらいで始めましたけども、今75社になりま

した。そういうことで、厳しい時代を皆さん

廃業されてきたところでございます。 

 今の現状といたしましては、材料関係は袋

物、セメント系の袋物関係は、今のところ高

騰とか入荷困難なことはありません。 

 人件費で労務ですね、職人は全く足らない

状況でございます。私どもの仕事内容は、大

体７割近くは職人の労務費で占めるわけでご

ざいますので、職人が足らないということは

もう全く工事が進まないということでござい

まして、もうこれが今から先、慢性化するん

じゃないかというふうに思って、大変心配し

ているところでございます。 

 全て、やっぱり今までは仕事がふえたり減

ったりということで、どうしても夏場に仕事

が切れて、その職人を事業所が養っていけな

いというようなことがございまして、どうし

ても将来性がないということで、皆さんほか

の職業に転化された事業所もありますし、職

人も将来性がないということで、やっぱり職

がえをされたという経緯もありますし、今い

ろいろお話がありましたように、もう全く若

い人が魅力がないというんですかね、事業所

も余裕がなくて後継者を育てることができな

かったということが今の現状じゃないかなと

思っております。もう全てがやっぱり賃金が

安いのに影響していると思います。 

 私どもの仕事は皆さんも御存じのように、

100％近くが建設ゼネコンさん、建設さん、

工務店さんの下請でございまして、役所から

の仕事は全くないわけでございますので、も

う私どもが適正単価という、もう10何年前か

ら適正単価でお願いしますということをずっ

と言ってきたんですけれども、まあ声を大き

くして言えば、その建築屋さんなり、ゼネコ

ンさんに言うことになりますので、余り大き

い声で言えない事情がありました。 

 そういうことで、今から先は歩引きとか何

とかなくて、私どもが今見積もっていた値段

でいただければ、もうその適正単価であるわ

けですので、それを今はやっぱし70とか75掛

ぐらいの仕事の割でいただいておりましたの

で、それがどうしても響いてきて、職人が、

年収がとにかく300万切るような状態でござ

いますので、せめて350か400ぐらいになるよ

うな年収ができれば、職人にもまだなってく

る可能性があるんじゃないかなと思っていま

すので、どうぞ適正単価で建築屋さんに発注

していただければと思っております。 
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 以上です。 

 

○中村参考人 鉄筋組合の中村でございま

す。 

 先ほど左官の高村さんがおっしゃったとお

り、私の業界も元請さんからの受注になっ

て、直接仕事をするようなことはありませ

ん。また、材料も左官さんたちは自分たちで

買われるけども、鉄筋の場合は元請さんから

の支給です。完全な労務形態の仕事をやって

おります。 

 今現状として、もう労務問題と職人不足が

一番の問題です。若年者の雇用をしなければ

いけないんですが、職業安定所、高校等に求

人を出しても、雇用ができないところが多く

あります。原因は、一つはやっぱり低賃金、

もう一つは土曜日と日曜日は休みはとれてい

ると思うんですけども、祭日も仕事をしてい

ます。ここ１年ぐらい仕事が急にふえたん

で、一昨年と比べると、月やっぱり日曜日も

２回出るとか３回出るとか、残業が非常に多

くなっています。仕事に関しては、工場で加

工、今鉄筋業界は結構分業化されているんで

すよ。工場で加工して現場に材料を運んで、

そしてそれを取りつけるんですけども、今度

は現場で取りつける人間がいないんです。工

場では加工はできるけども、その現場の取り

つけるほうが足らないんで、今度は取りつけ

るほうが足らないと、工場から人間を抜いて

現場にやるけども、そうすると今度は工場の

加工が間に合わない、その三すくみのような

状況になっております。 

 もう一つ作業環境なんですけども、役所と

かそういうのが、発注が大体４月、５月ぐら

いからの発注になって、それからくいを打っ

たりとか事業をいろいろやって、鉄筋工事に

入るのが７月とか暑い時期からの仕事なんで

すよ。私たちがちっちゃいころは、セミが鳴

くのが大体10時から11時ぐらい。今はもう朝

の６時、５時からセミがわんわん鳴いて暑い

ような状況で、作業環境がもう劣悪な状況に

なってきています。 

 大体、私たちが今考えているのが、５月ぐ

らいからもう熱中症対策ですね。それから10

月いっぱい。半年間、熱中症対策で、もう休

憩は余計しろ、水分はとれ、ポカリスエット

を飲めとか、いろんなことをしているんです

けども、やっぱり汗かいてどうしてもいけな

いときは、やっぱり救急車まではいかないけ

ども、病院で点滴を打っていただいて、こう

いう職人がやっぱり１カ月に１人か２人は出

ます。 

 やっぱり作業環境をよくするということは

わかるんですけども、今の現状として仕事の

発注がそういう状況になっていますので、や

っぱり夏は余計人間が食うような状況になっ

ています。 

 もう一つは、外国人の実習研修生なんです

けども、これは３年ぐらいで帰っちゃうん

で、それからまた入れたりとかするので、日

本人の若い人をどんどん入れてやっていけば

いいかなとか考えております。どこの団体も

言われておると思うんですけども、やっぱり

低賃金ですね。賃金を上げないとどうこうで

きないと思っております。 

 以上です。 

 

○木下参考人 熊本県塗装防水仕上業協同組

合の木下でございます。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 私のこの協同組合は、塗装を中心に防水等

とあと仕上げをやっておる、ことしで50年を

迎えます協同組合で、元請と下請で両面の性

質を持った専門工事業団体でございます。 

 私どものこの職種といいますのは、なかな

か機械化できない、どうしても技術者、技能

者に頼っている業種というふうに思っていた

だければというふうに思います。 

 まず、下請の場合ですけども、下請の場合

は業者様の下で協力会社ということで、最後
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の工事の部門になります。仕上げということ

で、性格上どうしても最後になりますので、

なかなか予算の確保も厳しい、そして最後の

工期がなかなかとれないという状況で、工期

がとれないとどうしても作業員をふやさざる

を得ない。それが重なってくると、協力会社

なり一人親方なり、そういう人たちも雇って

作業を進めていくということになります。そ

うしていきますと、今29年の保険未加入問題

というのがあると思いますけども、保険に入

ってないと建築の建設現場に入れないよとい

う話がありまして、じゃそういう協力を求め

る会社等にも労務費の15％ぐらい保険代がか

かりますので、その辺も含めて保険に入るよ

うに指導しながら一緒にやっていくというふ

うな状況がこれからも生まれてくるんじゃな

いかなというふうに思ってます。 

 それから元請の場合は、学校、団地そして

橋梁等の改修、塗装、防水を御発注いただい

ております。これにつきましても、なかなか

外の工事ということで、雨が降ったらできな

い、また風がひどかったら塗れない、そして

温度が低かったら施工できないということ

で、厳しい中で工事をやっております。当

然、今の現状でいきますと御発注いただくの

が、学校等は夏休み等の工事がありますけど

も、それ以外は９月、10月から年度末という

ことで、今の時期が大変一番忙しく煩雑な時

期になっております。ですから今の現状で１

月、２月であれば、作業員、社員が例えば50

人、60人おっても足らない状況ですけども、

４月になれば、逆に10人でいいというような

状況の中で、じゃ適正な社員の数は何人なの

かな、そんな中で技能者そして技術者を育て

ていくということが、なかなか厳しいんじゃ

ないかなというふうに思っています。そして

４月から夏明けぐらいまで仕事が少なくなり

ましたら、よく東北シフトとか、あと東京オ

リンピックがあります。そうした中で、聞き

ますと日当等も倍、３倍ぐらいの日当で東

北、東京は作業をしてますんで、そっちに行

ってしまった場合に、じゃ秋から仕事を御発

注いただくときに、じゃちょっと帰ってこい

よと言っても、なかなかこっちに帰ってくる

状況じゃないんじゃないかなというふうに思

ってますんで、よければ、もう４月、５月か

ら直接御発注いただける分に関しては御発注

いただいて、例えばフレックス工期といいま

しょうか、例えば正味１カ月、２カ月の工事

でも、例えば半年ぐらい工期をいただいて、

御発注いただいて、安全にいい仕事ができる

時期に仕事をさせていただく。ただし、共通

仮設等はその工事のかかる費用しか見ていた

だけないのは当然ですので、経費については

工費が上がるということではなくて、そうい

うのもぜひ御検討いただければというふうに

思ってます。安定したその工事量というの

が、やっぱり技術者、技能者の育成に一番大

事なことじゃないかなというふうに思ってま

す。それについては、私たち専門工事業もな

かなか今まで仕事も少なくて単価も安かった

もんですから、そっちのほうに力を入れるこ

とができませんでしたけども、今から中卒と

いうのはなかなかいませんけども、やっぱり

高卒、大卒のほうに、学校のほう等に我々か

ら出向いていって、技術とか技能の大切さ、

魅力をやっぱりこっちから発信していって、

そういう建設業に携わる人をふやしていくこ

とが大事なんじゃないかなというふうに思っ

てます。 

 そういう中で、これからも安全で安心ない

い仕事をするために努力していきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○橋口参考人 最後になりますが、建設業協

会のほうから説明させていただきます。 

 建設業協会は、専門工事業の団体とは違

い、元請の建設業者の団体になります。とい

うことは、専門工事業の方々の集合体で一つ
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の構築物ができるわけですので、問題点はほ

ぼ同じではないかとそのように思っておりま

す。 

 事前にお渡ししております昨年10月に調査

した会員企業の現状というアンケート調査に

基づいて、かいつまんで協会の現状を説明さ

せていただきます。 

 平成25年度10月時点の会員数は、750社で

ございます。熊本県の格付におけるＡ１、Ａ

２ランクの業者は、ほぼ全員会員でございま

す。最も会員が多かった平成11年度からは、

1,423社の会員が所属しており、当時と比較

すれば約50％弱の減少になっております。こ

の間、各会員企業に所属する職員数が１万5,

000人余り建設業界を去り、慢性的な人手不

足という形になっております。また、会員企

業の経営状況として、どれくらいの利益が出

ているかを示す完成工事高営業利益率、平成

11年度は2.94％に対し、平成24年度は0.02％

に減少しております。近年における会員企業

の大半は、現状は赤字経営ではないかと思わ

れております。この資料は、西日本建設保証

会社の資料をもとに出しておるわけでござい

ますので、ほとんど狂いはないかと思いま

す。 

 さらに、現場で働く技術者の数は、平成11

年は１万273人だったものが平成25年度は7,1

35人と約７割まで減少しております。技術者

の平均年齢は、約50歳代だと推測され、若者

の割合が極めて低い状態になっております。 

 このような業界の現状の中、短期的な対策

として次年度も25年度並みの予算規模がある

とすれば、マンパワー不足、資機材価格の上

昇の影響による採算性のさらなる悪化、また

工期のおくれ、労働災害の多発が危惧されて

おります。これを改善するには、発注時期の

平準化また発注規模、発注スタイルの研究で

すね、それとインフレ状況下での市場単価を

適用できるようなスライド条項の改善などが

必要だと考えております。 

 それと中長期的な課題としては、技術者、

技能者の高齢化が深刻な状況であり、10年後

の建設産業の姿を見通すことは非常に難しい

状態になっております。例えば、県内の私立

大学２校から土木科がなくなった。少し明る

い面もございますが、測量専門学校の土木の

生徒の募集がなくなって２年ほどたちました

が、今回、県の土木部のほうからのお口添え

で、測量専門学校に来年からまた土木の生徒

を応募するという情報も入ってきておりま

す。しかしながら、10年後も健全な建設産業

として成り立っていくためには、若い人が入

職できるような環境整備が必要だと考えてお

ります。また国のほうでも、今月の14日の日

に、建設産業活性化会議というのが開かれて

おります。これは、これから毎月１回ずつ開

かれるようでございまして、座長に髙木国交

副大臣が就任されておりまして、冒頭で太田

国交大臣が、若者が入職し建設業を離れた技

能者が戻ってこれるよう、平成32年以降を視

野に入れた人材確保のあり方を検討してもら

いたいということを言われております。この

言葉に全てが要約されているんじゃなかろう

かと、そう思っております。 

 熊本県内の建設産業が健全な発展をするよ

う、どうかお力添えをお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 ありがとうございまし

た。 

 今それぞれの団体、協会の方々からたくさ

んの意見が出ました。会員企業の減少、労務

単価の問題、技術者の問題、発注の平準化と

いろいろ意見が出ましたが、どなたからでも

これはもう構いませんので、挙手にて御発言

をいただければと。 

 

○城下広作委員 私も皆さんと同じような立

場に身を置いたこともありますので、大変い

ろんな日ごろの苦労は少しなりとも感じてい
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るところでございます。きょうは、まだ現実

に各分野いろんな分野の問題点を聞かせてい

ただいて、さらにまた意識を改めなきゃいけ

ないというふうに思っているのが率直な感想

でございます。 

 それで、私は我々議員が委員長のお計らい

のもとで、きょうこういう場を設けて、改め

て建設常任委員として自覚をすることも大変

大事なことだと思いますけども、その前に、

執行部の皆さんは、特に土木関係ですね、我

々は当然こう今聞きましたけども、一番密接

にあるのが、ほとんど、我々もそうですけど

も、行政にそのことを理解していただかなけ

ればいけないというなのが本音だと思いま

す。だけども、こういう部分を日ごろからよ

く話し合いをされて、今皆さんが言われた問

題提起をよく意見交換が、例えば行政、県と

できていたのかいなかったのか、それをちょ

っと確認したいなと思いまして。こちらから

言うと、なかなか言いにくいでしょうから、

こちらのほうがそういうようなことをよく認

識していて、改善をしたけども現在があるの

か、余り認識してなかったから改善を打って

ないのか、一番大事なところなもんですか

ら、その辺のところをちょっと確認さしてく

ださい。 

 

○成富監理課長 はっきり申しますと、昔ま

ではちょっとさかのぼって私も知らないとこ

ろがありますけども、基本的に執行部として

は発注者だったもんですから、どちらかとい

うと元請業者中心に意見交換というのはやっ

てきたと思っています。 

 ことしから人材不足とか技能士不足という

ものを、国のほうでも声高に出てきましたも

んですから、去年から、議会ではいろいろお

話もあってましたんで、意見交換をというこ

とがありましたが、今年度、専門工事業団体

の方とも、私が直接出向いて御意見をお伺い

したりしている状況で、まだ本格的に専門工

事業団体の方々とは本格的な意見交換は、こ

としからではないかと思っています。 

 以上のような状況でございます。 

 

○城下広作委員 ですからですね、きょうは

細かく一つ一つ言うといっぱい、簡単に解決

しないもんばっかりですから、時間がかかっ

て。それと、建設部の予算というのはもとも

と、大もとの国の予算がずうっと下がってき

ているわけだから、県が努力したってできな

いこともいっぱいある、よくそれもわかりま

す。だけども、現実にそのことによって、何

かしら手を打たなきゃいけないような問題が

いっぱいあるから、それをわかった上で発注

者も今度は発注していかないと、実際に、例

えばあるところは単価が現実に全然違うとな

っても、設計単価ではいわゆる建設資材の単

価で、物価版でやらないかぬていう分の解決

なんちゅうのは、現場とも直に会って話を聞

かないと、絶対そういうずれは解消できない

というようなこともあると思います。 

 だから、やっぱり定期的にといいますか、

いろいろ問題があったら業界と話はよく、や

っぱり打ち合わせをする、その中でやれるも

のとやれないもの、それと国の流れに関係す

るものとはよくすみ分けながらやらないと、

これはなかなか難しいのかなという感じがい

たしました。この辺がよく感じました。 

 それと、個々的には、例えば、一番最初か

ら――本当委員長済みません。各分野全部ぱ

あっと一つ一つの課題があったから、一つ一

つお伺いしたいことがずっとあるんですよ。 

 例えば、建築の分でございましたけども、

私の意識としては結構ＪＶでとか地元発注が

特に建築設計なんかは多いのかなと思ったけ

ども、結構やっぱり県外が多いんですか、や

っぱり。 

 

○福島参考人 スケール的に大きい物件のあ

るときには、大体大手さんのほうが入ってこ
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られるのが多いです。それになかなか最近

は、今年度からは一応ＪＶの企業が来ていた

だいております。今までがずっと大手さんだ

けの発注だったところでございます。 

 

○城下広作委員 建築設計なんかは特に地場

にはたくさんおられますから、全部一緒なん

ですけども、なるべく地場の部分と、また例

の地震があったときの優先道路の部分の、そ

のかいわいにある建物の耐震化はなかなか進

んでいないんですか。 

 

○福島参考人 状況的に我々設計事務所とす

れば、耐震診断をやったときにアウトになっ

たら今度は補強しなくちゃいけない。すると

補強すると大変な工事費がかかってくるもん

だから、なかなかそういうところがちゅうち

ゅされているんじゃないかなというふうに思

います。 

 

○城下広作委員 耐震の見直しもあって、ま

たさらにもう一回やった耐震の見直しで、さ

らにやらなければいけない物件なんかもある

んでしょう。 

 

○福島参考人 耐震をやって。 

 

○城下広作委員 耐震やって耐震の見直しな

んかが１回あったということで、またさら

に。 

 

○福島参考人 そうですね。まあ国交省から

の指示としては、１回あった分をまた少し変

えていくということはあります。そんなに多

くはないと思います。 

 

○城下広作委員 そうですか。 

 

○福島参考人 はい。 

 

○城下広作委員 済みません、八代の生コン

の分は、１社の影響によってかなり全体の単

価に影響するという問題があったですね。こ

れは、よく御存じなんですか。 

 

○内野幸喜委員長 済みません。これは委員

会運営の問題で、ちょっと名前を呼ばせてい

ただきます。議事録の関係で。 

 

○味岡参考人 今の、私先ほどの説明５分と

いう期限がありましたので、ちょっと半端な

説明になってしまいましたが、大体、土木の

ほうではわかっているかなと思うんですが、

今、生コンの価格の設計単価というのは、両

調査会に依頼されて、その地元の地区の生コ

ンの価格はどういう価格かということを調査

した上で設計が組まれていくわけですね。 

 八代というのは今一番この県内で低いんで

すが、今現在もうみんなやっていけないとい

うか、８工場の中の１社が、ほかの人たちは

みんな仲よく平等に分け合ってやっていこう

ということで少ない。大体、八代は年間に８

万立米ぐらいだったかなと思う。ちょっとは

っきりした数字は覚えていませんが、その数

字をそれぞれがみんな分けてやっていたんで

すが、１社が安値で特別に自分のところだけ

受注しようという感じで、組合にも入ってく

ださい、仲よくしましょうと言うけども、も

うみんなが行くんですけども入ってもらえ

ず、そこだけがそこ独自の単価を出されて、

その単価が設計単価と組まれていまして、も

う今現在やっていけないような状況になっ

て、３個１ですね、三菱系と加根又さんと宮

崎さんが一緒になって、２工場をとめて１工

場をめぐす。そうすると南海さんと、ちょっ

と今緊張して思い出しませんが、そこが２社

が２個１をしまして、１をとめて１工場。そ

れで実際５工場めぐっているわけですけれど

も、今のその価格が低い価格でして、なかな

かもうやっていけないような状況になってま
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して、それでどうしてもということで調査会

にも、何で１社がそういう安値を出すからと

いって、それが設計単価に織り込まれるんだ

と。そうであれば、それがみんなが１社、２

社、２社か３社かおるなら別だけども、１社

のためにみんながこう引きずられていくとい

うのはどうかなと。そうであれば、もう他の

人はもう出荷停止する以外にないよなと。そ

して初めて、ああ１社になったら生コンが現

場に届かないなということで、役所のほうが

検討してもらえるのかなと。もうずっとお願

いしても、その方法、もう最後の手段はその

方法しかないかなということが、今一番問題

になっているんです。ということです。八代

地区です。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 要するに１社飛び抜けて安

い資材単価、それが設計単価になるというこ

とは、これは問題になるかならぬのか、どう

なんですかそこは。業界では、それは仕方な

いことで捉えなければいけない。 

 

○味岡参考人 私たちは、それ仕方ないのか

なと思うけども、仕方ない、仕方ないと言っ

たら、例えば今熊本市内には22工場ほどあり

ますけども、じゃうち組合みんな仲よくしよ

うと平等に分けてます、平等です。いや俺平

等に納得いかぬということで出たら、うちの

価格になってしまうのかなと。だから、そう

いうことをしたらみんながつぶれてしまいま

すよね。それでお役所のほうが工事を発注す

るのが、それでいいのかなと、逆に。 

 

○城下広作委員 その問題で、それは県とし

ては、そういうことを今どう認識されている

んですか。 

 

○西田土木技術管理課長 確かに生コンの単

価で見ますと、八代地区は現在大体１万円と

いうことで、ほかの地域が大体１万3,000円

ぐらいのところに比べまして、かなり低い状

況にあります。これについては先ほどお話が

ありましたように、員外のいわゆる安い価格

に引っ張られている実情はあるかと思うんで

す。ただ、基本的にはこの単価の決め方とし

て、根拠は会計法の施行令に基づきまして、

市場の取引の実例価格に基づいて定めるとい

うことになっておりますので、実際にそうい

う安い取引の実例があれば、それもある程度

考慮せざるを得ません。法的には、そういう

ふうなことになっております。 

 ただ、例えば熊本地区におきましては、従

来6,050円という極端に安い価格だったの

が、全体でいわゆる共販制度を確立されて、

いわゆる独禁法の適用の対象外ですけども、

基本的にはそういうふうな組合で単価を決め

られるというふうな、皆さんがそういう形で

入れれば、そういうふうな共販制度という制

度もありますので、そういう形のものがある

ものについては、基本的にはそれを採用して

いるということでございます。 

 

○城下広作委員 大体、構造はわかるんです

けども、要は現実に市場でそういうやりとり

があって、それは実際に考慮しなければいけ

ないという行政側の逆に痛しかゆしのところ

もあって、ただ、それが極端にひどかった場

合、もう誰が見てもその単価で合わない、あ

くまでも仕事を――極端にいえば、とるため

には、故意的な分があれば、これはちょっと

見直さないかぬという部分、これはしっかり

とまた検討の余地があるんじゃないかと思う

し、その辺はよく現状打ち合わせじゃないけ

ども、現状をよく知るということで解決を見

出す方法かなという感じがいたします。 

 

○味岡参考人 ちょっと不足のところをいい

ですか。そこの会社１社が、八代市内で皆さ

ん方よりもほかの工事よりも安くしてたくさ
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ん販売しているかというと、そうではないと

です、同じぐらいです。じゃ数量を少し伸ば

しているのはどこに持っていっておるのかと

いったら、時間を越えて――大体、生コン１

時間ですけども、それを超えて、水俣とか人

吉ですね。人吉のインターから下りて水上に

持っていったら、私が多良木に住んでいます

が、乗用車でちょっと信号、裏道を通って30

分かかるわけですね。それを超えて持ってい

くんですね。そして、みんなよりも出荷増と

いうことになるわけですけれども、そういう

会社をやっぱり標準価格と適正価格と見て設

計を組まれるのは、ちょっとやっぱり問題が

あるかなと私個人的には思っているんですけ

ども、一回そのことを検討していただければ

と思います。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 余り私ばかり言うといけま

せんから、ちょっと最後に。 

 全体的には、とにかく仕事の平準化という

ことで、やはりたまたま昨年は、あってはな

らないけども、災害が熊本県下多く発生をし

て、そのことで仕事が固まってしまった。そ

のことによって、日ごろからずっとこの業界

がある意味疲弊して、予算もだんだん削減さ

れて、人手がだんだん少なくなっていった。

それに、もう極端な仕事が量がふえると、や

っぱり当然当たり前の話で人手は足らない、

また仕事はふえて人手は足らなくなる、材料

もなくなってしまうという悪循環に陥ってし

まったわけですけども、ただこういう状態

が、例えば災害を期待するということはこれ

は当然あってはならないことでありますし、

逆に言えば、土木の予算が、じゃ厳しいか

ら、後継者がいないから、この業界は冷えて

いるから公共事業をもっとふやそうと、これ

もなかなか簡単に望めないというのも一方で

事実だと思います。ただ、一定の公共事業と

いうのは必ずこのインフラ整備には必要であ

りますので、人材はしっかり継承していただ

かなきゃいけない、だけども日ごろから体力

がないからなかなか人材確保は難しいと、大

きな課題を改めて教えていただきました。 

 これは、やっぱりずうっと単年度、単年度

で協議していくという話は、短期とまさに長

期とこの両立で話しながら、そして国の大

体、全体の予算の傾向も見ながら、適正な企

業の数というのも、ある程度今度は考えてい

かなければいけないのかなと思うし、これは

複合要素がいっぱいあるというふうに思いま

す。 

 だから、そういう意味では、最初に言いま

したように、やはり適宜やっぱり発注者側と

の意見交換であるとか、現状を知ってもらう

とか、また我々議員を通してでも、いろいろ

とその都度やっぱり声を出していかないと、

これは一過性で終わったら何の解決にもつな

がらぬというのをよくきょうは感じさせてい

ただきましたので、まあ若者の、後継者の人

材育成ということも、長期的にある程度財政

支援が必要なところは、測量専門学校だっ

て、まさにもう母校ですけども、もう本当見

る影もなくといいますか、私がいたときは、

相当400人いたのが、今はもう在校生が20人

ぐらいという非常に厳しいこの一つを見て

も、どれだけ減少したかよくわかりますの

で、全体的に我々の意識も高めていきたいな

というふうに思っておりますので、きょうは

貴重な意見を本当にありがとうございまし

た。 

 

○味岡参考人 委員長、私のほうからもいい

ですか。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○味岡参考人 済みません、生コン工業組合

の味岡ですが、もう１つですね。 

 実は、今昨年からこの生コンの骨材に使う
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海砂が熊本県、採取禁止になりましたです

ね。今現在どこから入っているかといった

ら、長崎県の壱岐の砂ですね。それから山口

県から持ち出し禁止といわれている、ないし

ょで今入れてもらっているんですよ。それと

丘砂、熊本県のこっちの山鹿周辺にあります

山となっています丘砂、それの３つを使って

生コンが一つの製品としてでき上がって供給

しているわけですけども、今、私が熊本県の

生コン組合の理事長として長崎県から話があ

りました。実は、今熊本県の砂の持ち出しに

ついていろいろ長崎県の県議会でも問題にな

っていると。しかし、今聞いてみたら熊本か

ら砕石は少し――山の砕石ですね――が入っ

ておるから、なかなかこれとめるにとめられ

ぬなというような話で、まだ決着はついてお

らぬけども、今そういう状況の話になってお

るということから、長崎から話があったわけ

ですけども、今これ、いつかは環境の問題が

あるかもしらぬけれども、よそも日本47都道

府県、環境は変えているわけですね、海砂を

採取することによって、ヘドロが海に捨てら

れて汚染されるということなんですけども、

これはいつかは、熊本県はこれまた開放して

もらわないと、生コンが練れなくなりますよ

ね、よそがみんなぱたぱたとまったら。 

今宮崎県ではフィリピンの砂を入れようか

ということで、フィリピンの砂がどこに日本

に入っているかといったら、石垣には入って

いるんですよ。また石垣からここに持ってく

るといったら、宮崎へ持ってくるといった

ら、すごい運賃がかかりますよね、横持ち運

賃が。で、熊本もそういうふうになっていく

のかな。そうなったときは生コンの価格が２

万円を超えるような価格になっていくんでは

ないかな、そういうふうに思ったりしている

わけですけども、この前から、県議会でもう

その熊本県の海砂は禁止ですが、永久に禁止

なのか、その今の外からの購入の、壱岐の砂

とかそういう問題がある程度あれしたらまた

採取させるのか、そういうことをちょっとお

尋ねしたいと思います。 

 

○城下広作委員 昨年、私は、長崎県にちょ

っと海砂の調査に行ってきました、一人で、

海砂の採取の状況を。なかなか余りはっきり

言えないところはいっぱいありますけども、

いろいろそういう課題を抱えておりました。

長崎県と鹿児島県に行ってきました。単独で

海砂の採取の状況を確認してきました。いろ

いろ課題があるみたいです。 

 

○内野幸喜委員長 私からも。熊本県の場合

は、有明海、八代海の環境の問題ということ

で、今そういう措置をとらせていただいてい

ます。 

 それで今、味岡副会長がおっしゃった懸念

ということも確かにそれもあると思いますの

で、そういうことも含めながら、これから議

論をやっぱり深めていかなければならないの

かなということも感じるのは多分私だけでは

ないと思いますので、そういう御意見があっ

たという――これは、ほかの委員会で議論し

ていますので、そういったことも御紹介させ

ていただきたいと思います。 

 ただ、今私ができますというのは、なかな

か言えないものですから、その点は御理解い

ただければと思います。 

 ほか。 

 

○佐藤雅司委員 本当にお世話になっており

ます。阿蘇地域から選出されております佐藤

でございます。 

 私は建設、土木の業界は得意な分野でもあ

りませんし、初めて建設委員会委員にならせ

ていただいたわけですが、阿蘇地域で24年７

月発生しました大規模な――25名もの死者、

不明者を出した大災害、今恐らく阿蘇地域全

体を含めて600億か700億のお金を国・県投入

しまして、災害の復旧・復興にしっかり頑張



第８回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成26年１月29日) 

 - 16 - 

っておる、それから各地域の皆さん方からも

応援をいただいて、本当にありがたいなとい

うふうに思っております。この場をかりまし

て、お礼を申し上げたいなというふうに思っ

ておりますが。 

 もともと、私は原則論をちょっと申し上げ

たいと思うんですが、ここに「どぼくま新

聞」というのが、県が、監理課が出した新聞

で、皆さん御存じでしょうか。皆さん御存じ

ですか。皆さん方が会長さんあるいは理事さ

ん方がおっしゃったことについては、私も地

元の業界の皆さん方からよくよく話を聞いて

おりますので、全く同じような、人材不足と

か労務単価の話だとか、あるいは技術者の不

足の話だとか全部聞いております。大体わか

ったつもりでありますが、基本的に自民党政

権下ではずうっと10数兆円のお金があって、

そのときには平成の何年に至るまでかなりの

予算規模があったということでありますが、

自民党政権下でもどんどんどんどん建設産業

に対する予算も落としてきたんですね。とこ

ろが、急激に落ちたのが例の政権のときなん

ですね。そこで、かなり人材不足も、工事の

予算を見れば県の予算なんというのは一目瞭

然です。今どこでもありますから、見てくだ

さい。通常分というのは、大体300数十億の

話でございます。それで経済対策が出てきて

災害もあったということで、どんどん予算規

模もふえて皆さん方が仕事がふえたんです

ね。 

 ところが、目の前に出てきたのは、やっぱ

り人材不足だとか労務単価の話がどんどん出

てきました。そこに追いつかないんですね。

それで、県もいろんなことで労務単価の基準

とか国の基準によらなければならないところ

もありますから、そういうことでずうっと苦

しみながら、皆さん方に御提示をしていきな

がらやってきているというのがあれです。だ

から、橋口会長がおっしゃったように、もう

半分ぐらいに業者も減ってしまってですね。

それから３Ｋ、４Ｋの話も出てきましたけど

も、そういう産業になったと。あるいは、県

議会でも、高校生議会なんかやっております

けども、いわゆる工業系の土木、建築のある

いは測量設計の部分がかなり落ち込んできま

した。高校生自身が何とかしてください、こ

れを残すためにひとつ行政的にも頑張ってい

ただきたい、こんな訴えをしたですね、あり

ますので、私たちも現場現状というのはしっ

かりわかっているつもりであります。 

 しかしながら、そうした状況の中で、非常

に建設産業に対する国民・県民の目線という

のは厳しいものがあるというふうに私は感じ

ております。ある社が出しましたこの「どぼ

くま新聞」について、県が建設業界をＰＲし

ている、よかですか悪かですかみたいな話な

んですね。しかも県民に訴えて、ある意味過

剰な支援、違和感があるんですか、ないんで

すかというような訴えをしているんですね。

ということは、県がそれだけお金使ってやる

ことが、皆さん方の業界あるいは必要なイン

フラ、災害があって一番先に行くところはど

こやというふうに私たちは理解しているんで

すけども、そのことをやること自体がおかし

いんだというような風潮が蔓延している。こ

れは一体何だろうかと思うんですね。やっぱ

り県も、一生懸命私たちもそうした水害の中

で頑張ってこられた皆さん方とか、日ごろか

ら橋や道路や何やらからつくってインフラ整

備、あるいは耐震化についても、今からやっ

ていかなければならぬと。私は阿蘇地域です

から、観光地です。観光地の中で100年もた

った旅館・ホテルについては耐震化をきちん

とやりませんと危険な温泉地ですよ、危険な

ホテルですよと公表するというところまでき

ているんですね。となれば、それはもうあの

業界だってそんなにお金を持っているところ

じゃありませんので、しかし、やられればそ

れはもう本当、大被害を受けるんですね。し

かしながら、やっていかなければならぬとい
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うことになっておるわけですが、一体こうし

た、端的にいいますと建設産業そのものが悪

だというようなことについての、やっぱりい

ろんな小さいころからの教育といいますか、

そうしたＰＲ、必要なインフラなんだという

ことをどうやって皆さん方が、自身も。県も

こうやって――県の肩ばっかり持っているわ

けじゃありませんが、この「どぼくま新聞」

を見ていると、非常に小学生でもわかりやす

い内容があって、そうなんですよということ

を私たちは言いたいわけですけども、これど

うするんだというですね。今の政権下でも96

兆円予算化をして、投資額は幾らやというこ

とになると、今度４月から８％に上がりま

す。上がるけども、それは社会保障費に全部

いく。投資的経費は一体どしこになっとかと

いう話でですね。上がるのは上がるでしょう

けども、そんなに上げられないということに

なってしまうわけですね。 

 したがって、私が皆さん方にちょっとお尋

ねしたいのは、そうしたその必要なことなん

だということのＰＲをですね、恐らく建設業

協会の橋口会長を初め皆さん方あっちこっち

でおっしゃっていることは、もうわかってお

りますが、どのように考えていらっしゃるの

か、そういったところをちょっとお尋ねして

みたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 どなたか。 

 

○橋口参考人 今、佐藤先生言われましたけ

ども、その「どぼくま新聞」という地元紙が

ちょっとそういうことを書きましたですね。

即対応して、記者に電話しました、何でそう

いうことを書くんだと。「いや、済みませ

ん、済みません」ということで、知っている

記者なもんですからね、そんな週刊誌的みた

いなことは書くなと。 

 ところで、この建設常任委員会から何か言

われました、あれ見て、直接。 

 

○内野幸喜委員長 直接は、委員会としては

何も言ってないですね。 

 

○橋口参考人 だから不思議と思ったら、佐

藤先生も言っていただきたかったですよね、

直接。私は直接電話しました。即、朝から。

何じゃ、この書き方はということでね。申し

わけないと。もちろん、ここじゃ名前は言い

ませんけども、書いた本人が下にありますか

らね。ここで議論しておってもどうしようも

ないもんですから、やっぱり行動しなきゃど

うしようもないということで、少しずつはや

っぱり変わってきているかと思います。全国

的に、やっぱり必要なんだということが、建

設産業。各団体はやっぱりそれを訴えていか

なきゃ。少しずつでも、やっぱり前に進んで

いかなきゃ仕方がないと。三段跳び、四段跳

びというのはできぬかと思いますけども。見

えるもの全部が建設産業が携わっておるわけ

ですから。空気みたいな存在になっておるか

らみんなわからぬのでしょうけども、多分こ

のまま10年後、若い人が入ってこなければ、

この団体の中には、どっかがつぶれればもう

建物が建たなくなるんですよ。そういうこと

を、やっぱり常に訴えていかなきゃいかぬだ

ろうと。 

 それと、せっかくそういうのも書いていた

だいて、実際若い人が入ってこないのに、一

生懸命県のほうもやっていただいておる中

で、ああいう書き方をされてでは、我々も困

るもんですから、即クレームをつけると。時

々私はやります。だから全部でやっていただ

きたいと。 

 

○佐藤雅司委員 非常にそうした即の対応

で、書いた記者、記事そのものがいいとか悪

いとかは別にしまして、そうした世の中の風

潮が一部なのか半分なのかよくわかりません
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けども、あるということですよね。そのほう

が記事を読みやすいみたいなですね、そうい

う風潮があるということで、会長おっしゃっ

たように、できるだけそうしたそれは、おか

しいじゃないかという話をみんなでずうっと

広げていく必要があるというふうに思います

ので、やっぱりそうした地域地域で、あるい

は、立場立場でしっかりやっぱり言うていか

ないかぬとだろうなというふうに思っており

ますので、そうした皆さん方の意識といいま

すか、こういう世の中の人たちもたくさん、

あの政権がいった、いやそれよりも私たちに

直接お金をくれるほうがいいんですよという

ような話もあることはありますので、そうい

ったことにもやっぱり果敢に皆さん方で、み

ずからやっぱりＰＲしていく必要があるので

はないいかなというふうに思っているところ

であります。 

 私からは以上です。何かほかに御意見があ

ればですね。 

 

○味岡参考人 今のＰＲですよね、やっぱり

私たちが思うとは、県、行政側も県議の先生

方も自信を持ってですね。そういう人たちは

もう批判することばっかりですから、よかろ

うが悪かろうが批判するわけですから、やっ

ぱり目立たなきゃならぬというような感じで

やるわけですが、やっぱり本当にそういうこ

とをもっと自信を持って、全ての方がこうだ

よということをせないかぬと思いますね。 

 今度の震災でも、東北の震災でも、台風が

災害がずうっと起きましたですね、ずうっ

と、阿蘇地区でも。なぜかといったら、私ど

も一番公共工事の基礎となる生コンをつくっ

ているわけですけども、民主党が政権を握る

前には「コンクリートから人へ」というよう

なことを書いていましたね。私たちはすぐそ

れにあれして、コンクリートも人も大事だと

いうことで、のぼり旗をつくって北海道まで

やりましたよ。みんな生コンが横断あれつけ

たり、工場に立てたりしてやりましたが、う

ちの子供いわく、お父さん、あげん手取町に

看板上げて何すっとな、コンクリートは大地

を守るって、もう共販しよるとじゃけん何も

関係なかたいというようなことを子供が言い

ましたが、これみんなにコンクリートを本当

に大事だということをＰＲしていかなきゃい

かぬとたいと。本当まだ日本全国がコンクリ

ートの高い建物に乗っておった人は、震災で

みんな助かっておるわけですね。鉄骨の高い

ところの、鉄骨が曲がってしまって落ちて、

みんな流されて死んだじゃないですか。鉄筋

コンクリートの建物の上に上っていたら、み

んな助かっているんですよ。低かったらだめ

ですけども、あれよりも高いところは、みん

な助かっているんですよ。 

 だから、やっぱりそういうものを例に出し

てやらなければいかないなと。阿蘇地区で

も、あの砂防が、谷どめが設計されておった

と、そういうふうに聞いたんですが、あれが

ちゃんと民主党政権のとき実行されておった

ら、あんな人災まで起きなかったんじゃない

ですかね。やっぱり自信を持って、やっぱり

ああいう人だから、言葉は悪いですけれど

も、ちょっと一歩下がって余り言わぬほうが

いいかな、かかわらぬほうがいいかなじゃな

くて、自信を持って言ったらいいと思うんで

すね。 

 だから、私はそういうことで、いやいやコ

ンクリートというのは大事ですよということ

を常々言ってます。それで、みんな全国的に

そういうのは発信していこうねということで

全生でも言ってますけども、ぜひ佐藤先生、

自信を持ってひとつ。 

 

○内野幸喜委員長 今の補足ということで。 

先ほど３Ｋプラス１Ｋ、４Ｋという話も出

ました。今、県のほうとしても後期のアクシ

ョンプログラム策定中で、その中に建設産業

のイメージアップ戦略というのを盛り込んで
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います。そのイメージアップ戦略を図る中

で、今これは建設業の若手の方とも意見交換

をしながら、やっぱり若手の方も非常に危機

感を持っていらっしゃいますので、このまま

でいいのか、自分たちが背負っていく建設業

このままでいいのか、そういう中で今こう定

期的に会合を持ちながら、いかにこの建設業

のイメージアップを図るか、そういうことを

今やっていますので、それもちょっと一応御

紹介をさせていただきたいと思います。 

 

○松岡徹委員 きょうは、業界団体のお話を

聞いて大変参考になりました。 

 この建設常任委員会では、県がつくってい

る建設産業振興プランというのがあるんです

よね、この建設産業振興プランを充実発展さ

せるという議論を私もかなり時間をとって積

極的に提言してまいりましたけども、やっぱ

り建設産業が将来にわたって明るい展望が開

けるものにどうやってしていくかというの

が、行政、議会そして業界一体になって見出

していくことが必要じゃないかなと思ってお

ります。そういう立場で、県議会でも議論し

ておるんですけども、例えば、国土交通省所

管の社会資本の老朽化対策で、2060年までの

50年スパンで考えると、190兆円お金が要

る、それだけの投資が必要だというふうに試

算が出ているわけですよね。それに対応して

当然、熊本県でも相当な投資が必要になる。

さらにまた民間の住宅とか、国交省所管でそ

れだけですから、県所管とか市町村所管にす

ればさらになるし。それから、さっきも出た

防災とか耐震化とか、そういったことなんか

を考えると、さっき橋口会長もおっしゃった

中長期的な展望という点でいきますと、相当

やっぱりお金をつぎ込まなければならない。

したがって、建設産業の未来は本来的には暗

いものではないというのが私の立場なんです

よね。 

 それで、例えば熊本県でも、農業振興と

か、水産振興とか、観光振興とかいう課はあ

るんだけども、建設産業振興という課はない

んですね。やっぱりさまざまな仕事ごとの課

だけじゃなくて、建設産業をどうやって振興

するかという課をあるいは室をつくるぐらい

のことが今必要じゃないかと。建設産業はや

っぱり地域経済にとっても非常に重要な産業

ですから、そういうことを今提案しているん

ですけれども。 

 協会のほうにちょっとお聞きしたいのは、

建設産業連合会ですか、さっき城下委員のほ

うからもちょっと出たことと関連しますけど

も、業界は業界としての政策提言といいます

か、あるいは行政への要望という、あるいは

協議とか、そういうのをもっと僕は活発にし

て、どうやって建設産業を将来にわたって展

望のあるものにしていくかと。そうでなけれ

ば、設備投資もできないし、人材確保もまま

ならないということになるんじゃないかと思

いますので、そこら辺の――この文章は一応

読ませていただきましたけども、業界のほう

としてのいわば政策提言機能といいますか、

あるいは行政との協議体制といいますか、い

わば元請企業だけじゃなくて業界全体、きょ

うお話があった全体を通じてのそこら辺の機

能はいかがなものかなというのを、ちょっと

聞かせていただければと思います。 

 

○橋口参考人 これ建産連ということで、建

設業協会とかほかの団体、専門職の団体がご

ざいますが、その上に東京のほうに本部があ

ったりとか、そういうのがあるわけで、大き

いところで言えば、建設業協会の我々が所属

しているのは全国建設業協会、大手さんたち

が所属しているのが日建連、日本建設産業連

合会、それと建専連というのもございます。

建設業専門業種の団体ですね。そのほかにも

各団体というのが100以上あるかと思いま

す。 

 そこでまとめて、国交省なりほかの所管庁
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のほうに、要望書は相当な部数出とります。

ただ、国でしかできないことというのが相当

あるかと思います。県では、やっぱり先ほど

執行部のほうから言われた会計法の関係等々

があって、なかなか地方自治体ではできない

という部分が相当あるもんですから、ひと

つ、単価の件でも会計法の予決令があるもん

ですから、県では決められない、歩掛もしか

りでございます。県で決められること、国で

決められことというのを、これを本当に建設

委員会でもちょっと勉強していただいて、県

で決められるところはもう県でやっていただ

く、国のほうは反対に熊本県から要望してい

ただくというような形をとっていただけれ

ば、我々の団体としては、国のほうには月に

一遍ずつ東京でも会議があるわけですね、そ

こに行って相当なことは言うんですけども、

なかなか動きが、そういう法律事があるもん

ですから、難しいというのが現状でございま

す。 

 

○松岡徹委員 おっしゃる点はよくわかるん

ですけども、県レベルでそれじゃできるこ

と、県レベルで大体どのような見通しを立て

ていくかとかいうような煮詰めですね、そう

いうのは業界としては余りないということな

のでしょうかね。 

 

○橋口参考人 先ほど、監理課長も言われま

したけども、我々は元請の団体ですから常に

意見交換はやっとります。今までが各専門業

種の団体のほうは、今やられておるそうです

けども、前はやっておられなかったというこ

とを、先ほど監理課長が言われましたです

ね。 

 そういうことで、一応お願いはするんです

が、どうしても単価を上げてくれと言って

も、これ国が決めるわけですからね。前年度

も15％上がりました。15％上がりましたけど

も、物の値段はもっと上がっております。こ

こは上がっておりません。また多分２月にも

う少し上がるかと思いますけども。やっぱり

行政のシステム上、後追いなんですね。それ

がボディーブローでとんどんどんどんくると

いうような状態です。ですから、県議会のほ

うからも熊本県としても、国のほうにこうい

う状態なんだということを、もちろん国も知

っておられるですけどね、相当なことは我々

もお願いはしてますし、もう顔も見たくない

というほどのことも言ってますしですね、国

交省あたりもですね。そういう状態ですの

で、県は県で一生懸命努力はしていただいて

おります。 

 

○松岡徹委員 結局はきょう出たのは、やっ

ぱり若年技能者の確保、育成とか人材確保と

いう問題が大きなあれだと思いますけども、

去年の７月に日建連が法定福利費を内訳明示

した見積書の活用のマニュアルというのを出

している。それをちょっと読んだんですけど

も、要するにいわゆる法定福利費をちゃんと

組み込んで、そしてやっぱりその、そういう

ことで仕事の条件を改善して、人材も確保し

ようというようなことの通知のようなんです

けども、国土交通省も出しているわけです

ね。 

 会長がおっしゃったように、一番問題なの

は大手のほうだと思いますけども、こういう

立場で県内で、例えば、設計労務単価は上が

ったと15％。しかし、それが実際いわば末端

の段階といいますか、県レベルとかそういう

ようなところで賃金の引き上げ、法定福利費

を組み込んだ形での賃金とか、そういうよう

なことで生きるような点での工夫といいます

か努力といいますか、そこら辺はどんな状況

に県レベルではなっているのかなというの

を、ちょっと教えていただければと思いま

す。 

 

○神崎参考人 今の件ですけども、昨年度全
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国平均で15.1％上げて、そのうちの内訳が、

10％が仕事がふえて、労務費が上がるだろう

という前提で10％、それで社会保険の加入促

進ですね、これを見越してプラス５％という

ことで、全国平均で15％を上げていただいて

おります。それで、それに倣って我々、ここ

におります建設業協会員はほとんど社会保険

に入っているんですけども、残念ながら１次

下請さん、２次下請さんとなるにしたがっ

て、社会保険の加入率が低うございます。そ

ういったことを是正するために、３年ほどぐ

らい前から厚労省と国交省が肝いりで加入促

進を始めました。その一環で去年、労務費を

上げるのに伴って上げてきたわけです。それ

ですから、今さっき松岡委員がおっしゃった

見積書の中に福利厚生費を含めたところの明

細を入れてしなさいというふうに、本格的に

恐らく来年度からかなり我々元請に対するそ

の求めが強くなってきます。 

 それで、我々業界としましては、当然それ

をやらなければならない、やらなければ仕事

に参入できないような格好になってきます。

でも現実として、まず我々業界も、先ほど冒

頭に、橋口会長から話がありましたように0.

02％、それも実態は会社に、例えば重機とか

そういったいろんなものがあって、今までそ

れを切り売りしてまいりました。ですから、

経営上は実態はマイナスです。 

 そういった中で、今年度15％、熊本県で平

均の13.6％だったですか、上げていただいた

にもかかわらず、それを、まずすぐ自分とこ

の従業員にも反映するのは難しい状況でござ

います。このままこの仕事が例えば今のよう

な状況があと３年続いて、例えば５年後には

こういうふうになる、10年後にはこういうふ

うになるというふうな道筋が立ってくれば、

私たちも我々の従業員さんを初め、まず賃上

げをぜひやりたいというふうには皆さん思っ

ています。そうしないと、若年労働者も入れ

込むことができませんし、技術の継承もでき

ないと思っています。しかし、ただ残念なの

が、26年度までは仕事があるだろうという中

においては、はっきり言いまして、自分のと

ころの従業員さんすら給料を上げるような状

況が今見えません。恐らくよくてもボーナス

という形で一時的にやるしかないだろうとい

うふうに思っています。松岡委員がおっしゃ

ったように、今から先見積もり、１次下請さ

ん、２次下請さんに対する見積もりにおい

て、それは明細を入れなさいというふうに国

が求めてますので、我々はそれに沿っていか

なければならないようにはなります。いず

れ、いずれですけども、それが少しずつは反

映されますけども、この２～３年で反映され

るかどうかというのは、私はものすごく懐疑

的に見ています。恐らくこの２～３年ではで

きないだろうと。 

 先ほど、松岡委員が最初おっしゃった話に

戻りますけども、私は常々申していましたけ

ども、我々建設業界というのは、これは残念

ながら無政策不況業種でございます。政策が

今までなかった。ないことが今の現状を招い

ているだろうというふうに思っています。で

すから、橋口会長が申しましたように、今か

ら先は、どんどんどんどん行政のほうにも我

々のほうから松岡委員がおっしゃっていただ

いたように、そういうふうに発信をしてなけ

ればならないというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。ほか。 

 

○池田和貴委員 きょうは本当に私たちも、

個々の業界の皆さん方からは、それぞれに時

間を別々に聞くことが多かったんですが、こ

うやって本当に全ての団体から一度に聞かせ

ていただいて非常に参考になりました。どう

もありがとうございました。 

 ちょっと何点かお尋ねしたいことがあるん

ですが、まず橋口会長のほうにちょっとお尋
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ねをしたいのが、先に資料をいただきまして

ありがとうございました。私も一応目を通さ

せていただきました。 

 その中で、公共工事の労務単価の抜粋一覧

表をいただいておりまして、平成11年度の比

較と平成24、25の比較をいただいておりま

す。 

 その中で、今神崎さんがおっしゃったよう

に、25年度の単価は全国的に上げられている

ということなんですが、平成11年度と比較す

るとまだまだかなり低いということが、よく

わかります。 

 それと、鹿児島との比較をされております

が、これは鹿児島との比較をして、鹿児島よ

りも、主要11市でいいますと、24年比で鹿児

島とはやっぱり10％ぐらい鹿児島のほうが高

いという結果が出ている。これ鹿児島県と本

県を比較されたのは、なぜここに鹿児島を比

較されたのかというのを、橋口会長のほうか

らまずちょっと。 

 

○橋口参考人 これは労務対策委員長の神崎

のほうから説明していただきますが、これは

本当にテクニカル的なものが入っておるもん

ですから、一番わかりやすいということで、

それの対比表を入れているわけでございま

す。鹿児島は高うございます。労務対策委員

長も、もうかれこれ10年ぐらいやっとるです

か、随分国とも物調、経調ともですね、経済

調査会ともやり合っておりますので、ぜひ神

崎委員長のほうにちょっとバトンをタッチし

ようと思います。 

 

○神崎参考人 よろしいですか。私のほうか

らお答えします。 

 平成11年の、今お手元にある資料は、平成

11年からしか私も持っておりませんので、実

際高かったのが平成９年です、一番高かった

のは。それから下り始めております。当時

は、一番高かったのは沖縄県です。これは政

策的な要件が入っています。労務費調査は昭

和45年から始まっていますけども、実際一番

高かったのは沖縄県なんです。それはもう皆

さん御存じのとおり、私のほうから言う必要

はありませんけども、いろんなことがあっ

て、政策的経費でどんどんつけてありまし

た。 

 それで平成12年に下がったときに、そのと

きに落ちまして、それから九州地区では鹿児

島県が一番高うございます。これは、基本的

には業界がやっぱり熊本県より高かったのも

事実です。それと、労務費調査に対する、要

するに姿勢の問題です。なぜかと申します

と、我々も労務費調査ずっと受けてきました

けども、やっぱり経営者として意識が低うご

ざいました。ですから、労務費調査をしたと

き、データとして国に上がるデータが少なか

った、要するに有効データが少なかったんで

すね。それで、私たちも今勉強しているんで

すけども、鹿児島県は昔から意識が高うござ

いまして、その有効データをできるだけ国に

上げようということで、協会で挙げて勉強会

をしながら、とにかくせっかく受けるんだか

ら、そのデータが却下といいますか捨てられ

ないようにしようということで、そういうふ

うにやってきました。それで、委員お手元に

あるその資料を見ていただけばわかりますけ

ども、ほかの主要10数種以外はほとんど変わ

らないんですね。それ10種は、我々の一般土

木の設計の中には一番影響するもんですか

ら、やっぱり鹿児島県さんの場合は、そこの

部分に実際お金も出されているし、調査に対

しても非常に勉強されて、有効なデータをと

にかくほかの県より余計上げるぞ、頑張って

やるぞというふうなことで、そういった県自

体のレベルといいますか意識の違いがござい

ます。そういったことも含めまして、そうい

った差が出ています。 

 それと労務費調査は、当然、労務者が県を

またいで移動することもございますもんです
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から、私たちが調べたものでいくと、隣同士

の県の単価も見ながら調整するというふうに

なっているそうです。そういったことで、も

ともとは沖縄県が一番高くて、沖縄県の隣は

鹿児島県ということで、そういったもともと

高い推移をしてきたという事実もございま

す。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 わかりました。詳しく説明

していただきまして、ありがとうございまし

た。 

 ぜひ、その有効なデータで本当に実態を反

映できるようにするには、やっぱり皆さん方

のそういった姿勢も本当に非常に重要じゃな

いかというふうに思いますので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

 今の話はよくわかりましたので、執行部に

聞こうと思いましたけれども、執行部にはこ

れは聞くことないと思います。 

 あと２点あるんですが、もう一つは、この

中でよく、全ての業界のほうでありました、

いわゆる発注の平準化ですね。発注の平準

化、これはほとんど全ての業種からいろんな

お話が出ていました。 

 この中で具体的にいうと、それじゃ県でで

きるのは何かというと、例えば12月議会では

ゼロ県債を今まででいくと一番多かったのか

な、去年かなりふやしたんですね。その発注

平準化するためには、いわゆる財政的な問題

だとか、県庁の事務的なところにもあると思

うんですけども、現実に私たち議会サイドで

今わかっているのは、そのゼロ県債を少しふ

やすんだとかそういうのはあるんですけど

も、そのほかには何か、その発注を平準化す

るために執行部として考えてやっているとこ

ろ、そして今現実それがどのくらい機能する

のか、それとも何かどこにその発注の平準化

に限界があるのか、感じているのか、その辺

ちょっと聞かせてもらえないかなと思ってで

すね。 

 

○成富監理課長 一番やっぱり限界を感じて

いるのは、予算の単年度主義ですね。地方自

治法で単年度主義になっていますので、これ

が一番のネックになっています。 

 今の現行の法制度の中でできるとしたら、

ゼロ県債をやったりすることと繰り越し制度

を活用すること。ただ繰り越し制度を活用す

るとなると、単年度主義とのまた弊害がある

ので、決算特別委員会等でのまた厳しい――

厳しいというと失礼ですけども、法的にやっ

ぱりおかしいんじゃないかという意見もござ

いますので、この辺の意識をどうしていくか

というのも一つ内部的にはあります。ただ現

行できるのは、やはり今の法律を変えないで

やるなら繰り越し制度をある程度活用してい

く。あと建築なんかはやっぱり設計を前年度

にやって12月までに設計が終われば、翌年度

２月、３月に、１月、２月に発注ができれば

ゼロ債務で組めるもんで４月からできるとい

う、そういう県の立場としても、やっぱり意

識改革をしていかないといけないのかなと。

今までどうしても発注者中心で、まあ学校は

授業はここまで卒業式はここまでだから、こ

こにやってくれとか、授業の夏休みにやって

くれとかいろいろあったんで、そういうこと

を中心に、発注者優先で発注してきた面もあ

ったと思うんで、この辺も少し意識改革をし

て、業界と意見交換会をしながらしていかな

いといけないのかなと思っています。 

 もう１点あるのは、もう１回また国に要求

ですけども、国も国庫補助事業も債務設定を

していただければ、翌年度まで工期がとれる

もんで、この辺も国も少しその意識が出てき

ますんで、通常補助事業でもこういうことを

もっと声高に県からも要望していかないとい

けないというふうに思っています。 

 以上です。 
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○池田和貴委員 はい、わかりました。 

 ぜひ、先ほど会長もおっしゃいましたけど

も、国でできること県でできることもあると

思うんで、その中で県でできることで皆さん

方、やはり建設産業振興プランにも当然書き

込んでありますよね。皆さん方が自分たちで

つくったプランですから、やっぱりそれをき

ちんと実現できるために、やっぱり努力をし

ていただきたいというふうに思います。 

 それで、私たち議会も今年度の決算委員会

から、多分姿勢変わったんだと思うんです

ね。余り繰り越しに対しては、今の現状から

見ると余りそこは厳しく言うべきじゃないと

いうような形で私たちは、自民党の議員団総

会の中ではそういう話も出ておりますので、

基本的には現状を踏まえると、もちろん繰り

越しがないのに越したことはないんですが、

現状の中でどうしても無理な分については、

議会サイドとしてもそんな今うるさくは言っ

てない人がふえてきたと思いますので、ぜひ

そこはやっていただきたいと思いますが、そ

の中で追加でもう一つなんですが、麻生政権

のときにリーマン・ショック対応で、あのと

きは県に３年間の基金を積んで、それで３年

間計画的にやったんですが、ああいうやり方

があると平準化はやりやすいのかどうなの

か、それともそれは余り影響はないのか、そ

れはどうなんですかね。 

 

○成富監理課長 あのとき麻生政権のとき

に、経済対策で基金を積ませていただいて公

共事業の裏負担とかいろいろ充てるような制

度をつくっていただいて、今回の経済対策も

できるだけ基金化していただければ平準化で

きるということで、県としても要望させてい

ただいたし、協会からもそういう要望をいた

だいていましたんで要望したんですけども、

今回の補正ではそういうことはちょっとでき

なかったんで、結果的にはやっぱりああいう

基金をしていただければ、予算の平準化とか

いろいろできるんで、ああいう制度を活用で

きれば、補助事業においていいとは思ってま

す。 

 

○池田和貴委員 いろいろなところがあると

思うんで、私たち議会としても、そういった

ことをぜひ今回委員長の計らいでこういうこ

とができましたんで、今後そういったものの

意見等も委員会の中でまとめていければいい

かというふうに思うんですが、最後にもう１

点いいですか。 

 今度は、さっきは労務単価だったんです

が、資材の単価は、県のほうが多分ルールに

基づいて決められているんだと思います。12

月には来年度の調査委託の債務負担が議決を

されたんで、またやるんだというふうに思う

んですが、12月議会で、私は資材単価がやは

り現場と設計価格、相違があるんじゃないか

というふうに質問したときに、何だったか

な、骨材だったかな、砕石だったかな、砕石

が一部違うだけで、あとは実勢と相違はない

というような答弁もいただいたんですが、き

ょう現実に聞いてみるとそうでもないみたい

なんで、そういう相違はどこから出てくるも

んなんですかね。 

 

○西田土木技術管理課長 確かに先日お答え

したときは、基本的には全国規模での鋼材等

の上昇が最近見られますけども、あとそれ以

外では阿蘇地区での一部のクラッシャラン、

砕石の価格の上昇にとどまっていると。それ

以外については大きな価格の変動はないとい

うふうに申し上げました。 

 基本的にこの単価の決め方なんですが、当

然、取引の実例には高いものから安いものま

でいろいろあります。ただ一物二価は設定で

きませんので、基本的にはどっかに定める必

要がある。基本的には、その考え方としてそ

の物価版なんかと資料なんかの考え方も一緒

なんですけども、いろんな取引実例がある中
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で一番取引の実例が多い、最頻値、頻度が多

いものを採用する、平均ではなくてですね。

一番実例の多いものを採用するという形にな

ってます。ですから、そういう捉え方だと余

り変わらない。ただ個別には確かに皆様方が

おっしゃるように高いものもあろうかと思い

ます。ちょっとその辺の捉え方の違いが出て

きておるのかと思います。 

 あわせてですけども、それから、ただちょ

っと最近の情報で聞きますと、２月以降につ

きましては、コンクリート２次製品などかな

りちょっと実際に引き上げざるを得ないとい

うふうな事例があるというふうに聞いており

ますので、その辺の動向も見きわめて、実際

の価格の上昇が確認できれば速やかに対応し

てまいりたいというふうに思っています。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 ただ、それでも、ちょっとさっき私が気に

なったのは、電気工事業さんのほうからのお

話で、どこから品物を買うかによって変わる

と。１次卸、２次卸また地元の電気工材の単

価が違うという話になったんですが、こうい

ったのは、その単価調査の中で単価に織り込

むようなそのシステムになっているんですか

ね、こういうのは。 

 

○西田土木技術管理課長 ちょっと済みませ

ん、詳しくは把握しておりませんが、基本的

にはいわゆる事業者が実際に契約して受け取

った価格ということだと思います。 

 この話につきましては、今ちょっと初めて

お聞きしましたので、これについてはちょっ

と実態をまた聞かせていただいて、ちょっと

それについては調べてみたいと思っておりま

す。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 私たちも今までその要望はよく聞いていま

したが、現実のシステムがどうなっているの

かとか、本当にそれを改善するためにはどう

いう取り組みを業界の皆様でお願いすると

か、私たち自身が動くとか、県の執行部にお

願いするとかと、そういう切り分けをやっぱ

していくことも必要じゃないかと思うんです

ね。 

 ぜひ委員会の中でも、また引き続きぜひ委

員長よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 委員長、もう１ついいです

か。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○城下広作委員 国交省が今から外国人労働

者の受け入れということを考えていこうとい

うことで、人手不足、人材不足、若手育成も

いろいろな問題もあってということで、いよ

いよ外国の方にそれを委ねるという発想を今

持っておられるんですね。それが、先ほど鉄

筋の組合長のほうから、いわゆる３年で研修

は受けて、本国に帰るから結果的には自国の

人材にはならないと。これはそのとおりだと

思うんです。 

 ところが、国はそういうことを考えて、恐

らく各分野に積極的に受け入れという話が多

分くるというふうに思います。このことに対

して皆さんどう思われるのか、それが現実に

合った政策だと思われるのか、それは余り意

味がない、やっぱり根本的なことだというこ

とをはっきりしておかないと、国はそういう

イメージで、人が足らなければ外国からと。

医療の分野でも結構そういう分が先に、看護

師なんかあっているんですけども、技術の分

なんかというのは、日本に残ってずうっと継

承していかないといけないのが、外国の方に

委ねてそれで途切れてしまっても、これは意
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味がない、意味がないというか余り長期間の

効果としてはないんじゃないかと私は心配を

するんですけども、これの考え方――されど

も、現実には必要だというのもあるでしょう

し、ちょっとこれのバランスをちょっとお聞

かせ願えればと思います。 

 

○味岡参考人 問題は一つ、今全ての政党が

雇用、雇用って言っていますよね、若い人の

雇用。若い人も人口比率からしたら少なくな

ってきているんですけども、ちょうど私22年

生まれで今66歳ですけども、私たちが免許を

取るときにはいきなり大型を取られましたで

すよね、普通でも。ところが、今は大型免許

は取れないんですよ。我々地方、この県庁所

在地は別として郡部は、郡部に仕事を求めよ

うと思ったら、農業をしながら傍ら林業をし

ながら、何か建設用トラック、ミキサー車、

ダンプに乗ろうと思っても、免許を持ってな

いんですよ。なぜかといったら、あれはいつ

からだったですかね、改正になりました。18

になったら免許を取れますよね、高校を卒業

したら。それは普通しか取れないとですよ、

普通免許しか。昔は大型が取れてたんです、

いきなり。それで普通免許で、今度は途中か

ら中型免許というのが新しく制度ができまし

た。中型免許を取るためには普通免許を取っ

て２年して、その経験を持って中型を取る。

大型を取ろうと思えば３年ですよね。そうし

たら今の若い人は、もう面倒くさい、普通免

許はもう車に乗ろうと思って、今車がなかっ

たら動けませんので、普通免許を取るんです

よ。もう中型、大型、そんなのは全然取ろう

としないとですよ。だから地方での人材不足

とか、そういうのはあるんではないかな。ト

ラック業界、本当にテレビでもよく宣伝しま

すよね、日本の貨物はほとんどトラックが90

％運んでいるということがテレビでトラック

業界が宣伝していますように、もう本当にこ

こに来ている建設関連は、その中型、大型を

持っていなかったら、雇用しようと思っても

雇用ができないとですよ。だから、私たちも

トラック協会と一緒になって規制緩和を求め

ていますけども、運輸省そしてこの九州にお

いては陸運局ですね、そういうところに県か

らも、そして、全ての政党もこの規制緩和を

していただくように、我々もやってますの

で、できればそういう形でやっていただけれ

ば、雇用も生まれてくるんではないかなと思

いますね。だから雇用といったら、どっかの

そういういろんな、ＩＣとかそういう、今田

舎に工場がありますよね。だが工場も今厳し

いでしょう、なかなか人を雇わないとです

よ。だけん農業だけ、林業だけでは飯が食え

ないという状況です。まあ建設でも、ちょっ

とそういう大型、中型免許を持って乗れると

ころがあったら、農業の片手間、林業の片手

間に仕事に勤めようかなと思うけども、今一

切いないとですよ。もうお年寄りばっかりで

すよ。だから運転手の不足というのは、ちょ

っと私説明不足でしたけども、時間があって

言えなかったんですが、そういうことで、で

きれば、行政側からもこれ熊本県からでも発

信して、運輸省にでも運転免許の規制緩和を

解除してもらうということが一番ではないか

な。それが雇用につながっていくと思いま

す。 

 

○内野幸喜委員長 先ほどの外国人の。 

 

○城下広作委員 外国人もそうですね。国が

動くその流れに対してどうですか。 

 

○橋口参考人 どうしても、やっぱり人間が

少ないのは少ないかと思います。それと、こ

れにはもう一つ考え方があって、これは超大

手ですね、超大手さんが、例えばベトナムで

仕事をするとき、職人さんたちが日本流の仕

事の仕方を覚えてベトナムに帰ってもらっ

て、そこで、またその人たちが先生になって
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やってもらったらどうかということで、今さ

れよります。それの延長として、この話が出

てきたかと思います。しかしながら、現実問

題としては今から先、毎年毎年、今でも57万

人ずつぐらい日本人が減っているわけですか

ら、週にすれば１万1,000人ですよ。これが3

0年まで。これを30年から50年になると、年

に100万人ずつ減るわけですね、年に日本人

が。 

 そういう中で、やっぱり少子・高齢化にな

っておりますので、現在でも平均年齢は45歳

ですよ。世界で一番平均年齢が高いのが日本

人です。やっぱり入れざるを得ぬでしょうけ

ども、そこには規制をしていただきたいと。 

 それと、今味岡さんが言われたみたいに、

いろいろいろいろ規制があるもんですから、

我々の業界でも１級建築士、１級土木施工管

理技士、これは私の持論ですけどね、せめて

大学を出たら２級土木、２級建築士ぐらいや

らんことには。医者はどうですか、６年制大

学を出てすぐ国家試験を受けられるわけです

よ。通れば先生ですよ。社会的地位もできま

すしプライドもできると思います。それも随

分、東京でも言ったんですけどね、結局取り

上げていただけなかったんですけども、一生

懸命大学までやって工学部を卒業させて何百

万もかけてやって、出ても職員で入れます。

技術屋登録できぬわけですよ。まず事務屋登

録しかできない。それから、１級、２級取っ

てからしか技術屋登録はできない、工学士様

でもそうですよ。そういう制度も少し変えて

いただけなければ、若い人たちがそういう免

許を取る前にやめていく人たちが多いという

のが現状だと思います。もし学卒で、カリキ

ュラムを変えて２級でもやって、まあ図面引

きぐらいはできると、今は２級でも、ある程

度までできるもので、そこから見直さなきゃ

いかぬのですけども、どうも中央のほうはそ

こが固いです。随分話をしましたけども。少

し広げてます、少しだけ。 

 やっぱり、そういう何か学校を出てすぐで

も、そういうのが免許を持ってれば、もし離

職してもまたこの産業に帰ってくるチャンス

は出てくるかと思うとですけども、免許を取

るまでにもうやめてしまうというのがほとん

どですね。そういうのもあります。 

 外人労働者の問題は、やっぱり規制をかけ

て、やっぱり日本人が少なくなっていくわけ

ですから、フランスみたいになっちゃいかぬ

ですけども、少しは入れていきながら、教育

機関は教育機関で、日本人を教育する機関は

機関で両立でやっていかなきゃだめかと思い

ます、そこのところはですね。 

 

○藤本参考人 先ほど測量専門学校の話をい

たしましたが、測量専門学校に日本語学科が

もう数年前からつくってあります。ことし４

月外国人留学生を34名、今願書をいただいて

おりまして、入学許可証と一緒に合わせて入

管に提出しているところです。主な国は、ネ

パールとベトナムですね。中には日本語を勉

強して、その後に測量、建設関連ということ

で勉強したいという方がいるという話も聞い

ております。そういう形ができ上がれば、そ

の後我々業界で雇用をして、それで実務を覚

えていただいて、本国に帰るなりもしくは我

々の即戦力として、日本で雇用していくかと

いうようなスタイルが今後できる可能性はあ

るんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 それと、建設業は外国人実習生の受け入れ

ができるメニューがありますけれども、業種

によってはできないというようなところもあ

りまして、測量業はそのメニューに入ってい

ないということで、受け入れができないとい

うような制度上の問題もあるということで

す。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 外国人労働者の話は、本当
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に参考になりました。私たちも、これから研

究していくところがあると思います。 

 あと、これは執行部にお尋ねなんですけど

も、やっぱり人材不足の中で新卒者の確保と

いうのも重要なんですけども、転職者という

中で、例えば介護ですと、介護もやはり人手

不足が言われてて、介護職に転職する場合に

は、その人が資格を取るまで学校に入って、

学校の費用は制度で国が出してくれるように

なっているんですね。そういう制度が、介護

のほうではあるんですよ。例えば、いわゆる

建設産業の人たちの資格を取るためとか、例

えばスキルを上げるために学校に入れる分

を、本当に人材不足しているんであれば、そ

の介護職だけではなくて、やっぱり不足する

ところであれば、そういったほかの業界の支

援策とかも研究して、県として国と話をする

とかというのも有効じゃないかと思うんです

ね。現実にそれは介護職のやつは、12月に

私、請願書の紹介議員になってやってますん

で、やっぱり福祉のほうがそういった意味で

は、人材の確保のためのいろんな制度みたい

なものを使ってますんで、ほかの業界でも研

究されてやってみたらいかがですかね。人材

確保のための方策としてはですね。 

 

○成富監理課長 池田委員からの意見、早急

に検討して実行に移せるものは移していきた

いと思います。 

 

○池田和貴委員 もう１つ、そういうときに

は当然受け皿の教育機関が必要ですから、そ

の教育機関がなくなった青年開発隊みたいな

のか、それとも先ほど藤本理事のほうが言っ

た九州測量専門学校、そういったところに委

託をしていくとか、やっぱりその受け皿も含

めてぜひ考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに何かありません

か。 

 

○神崎参考人 よろしいですか。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○神崎参考人 せっかくの機会ですので、ち

ょっと県の幹部の方いらっしゃる中で言いに

くいんですけども、建設現場の話をちょっと

聞いていただきたいと思います。 

 ここにいらっしゃる部長を初め私たちの世

代なんですけども、私が現場に行ってました

ころは、技術レベルで言うと、例えば１階か

ら10階ぐらいまであると、県の職員の方って

７階、８階、９階、10階ぐらいの方がいらっ

しゃったんですけども、今は失礼ですけど

も、もう１階から10階までいらっしゃるんで

すね。 

 何を言いたいかというと、失礼ですけど

も、やっぱり技術レベルが本当に落ちてい

る。県の職員の方は、当然試験を受けられ

て、県の職員として今頑張っておられるわけ

ですけども、それはあくまでもその身分とい

いますか、県の職員さんである身分は僕は保

障されているものだと思いますけども、今さ

っき橋口会長が言いましたように、県の職員

さん技術職で入られて、我々の会社の人間

は、例えば、２級土木施工管理技士、１級土

木施工管理技士というふうに、そういったも

のを資格とか免許と取っていくわけですね。 

 残念ながら、県の職員さんそういったもの

はございません。もう入られた時点から技術

者として各現場に行かれます。昔はそれでも

レベルが高かったんで私たちも問題なかった

んですけども、今もう本当、出先の現場で何

が起こっているかというと、職員さんが減ら

れて、そしていろいろなことが事務的な仕事

がふえて、管理事務の仕事がふえて、確かに

時間がないというのは僕らも聞いてるんです

けども、とにかく現場に来られないんです
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ね。現場に来られないことによって、現場で

何が起こっているかというと、もう仕事が進

めようがないんです。工程の組みようがない

というか。中には、忙しいからメールで写真

を送ってくれと。しかし、どんなに技術が上

がっても、写真を見ても現場のことはわから

ないんですね、現場で見てもらわないと。 

 そういったことがあって、我々会社の職員

は現場で非常に困っております。これはもう

組織の問題ですから私たちにははかり知れな

いところがあると思います。いろんな問題が

あるとは思います。でもやっぱり現場第一主

義を貫いていただかないと、はっきり現場は

とまります。とまることによって、きょうお

集まりの各専門業者さんもそこでストップし

てしまうんですね。このことがひいては、我

々の会社に入った人間も同じ年の人間が、県

の職員さんは当然それだけ難しい高いハード

ルを越えられて職員さんになられていますか

ら、それはそれでその人たちの努力の成果な

んですけども、我々に入ってきた若い人たち

が現場に行くと、同じような年の人たちが、

これはもう当然権利ですから、１週間のうち

に例えばもう３連休とか、もう今３連休がし

ょっちゅうあっています。現場の職員は日曜

日も仕事をせざるを得ぬような状況がくる。 

 ですから、どうしてもここにギャップが出

てしまうんですね。それで現場のまず仕事が

進まない、工程がなかなか組めない、そうい

った――はっきり言って失礼ですけども、職

員さんがやっぱり昔に比べると本当にふえて

しまった。 

 失礼ですけども、あえて言わせてもらいま

すけども、中には本当悪質な職員さんもいら

っしゃいます。これは私が経験したことです

けども、とにかく私がうちがした現場のです

ね、担当者は違うんですけども、担当者に、

私が例えば、私たちが設計変更をお願いして

帰るんですね。私たちがいなくなったら、あ

る人がいて、ある参事の方ですけども、設計

変更なんかするなよ、したら大変だぞ、そう

いうふうなことをおっしゃって、もう要する

に、まあ私たちに言わせるともうマイナス志

向なんですね。やっぱり設計変更というの

は、確かにこれは難しい問題があります。た

だ数量を変える分にはそんなに難しくないん

ですけども、新しい工種が入ってきたりする

と、なぜそうなったかをちゃんと説明できる

ようなことをしておかないかぬ。確かに難し

いことなんですけども、我々が現役のころは

同じような世代の人たちは、そういった難し

いことをこなされて、今ここにいらっしゃる

ように部課長さんになっておるわけですね。

失礼ですけども、やっぱり今は職員さんのそ

ういった身分保障がそのまま技術者として、

１年目から技術者だというふうなことで、そ

のままずうっと上がっていくもんですから、

できれば、私たち熊本県独自で、やはり職員

さんの何といいますか効果を見るための一つ

として、そういった我々に当然求められるそ

ういった資格とか免許とかそういったものを

やっぱり導入していただいて、もう少しやっ

ぱり勉強していただきたい。 

中には、挨拶すらしきらない人もいらっし

ゃる。大変ここに県の幹部の方がいらっしゃ

って、失礼な言い方かもしれませんけども、

今現実的に現場で、本当そういったことで滞

っております。もう2,000万ぐらいの現場で

１年半やっている現場もあります。もう決定

ができないんですね。全部持ち帰って、係長

さん、課長さんにお尋ねになる。国交省が始

めたワンデーレスポンスなんて、もう夢のま

た夢です。もうワンウィーク当たり前、中に

はワンマンスです。こういった――全部じゃ

ありませんよ、もちろん、職員さんがいらっ

しゃって、それによって、我々の従業員さん

が現場で困っておるというふうな現状もござ

いますもんですから、これはぜひ熊本県にお

かれては、何らかの方策でやっぱり教育を指

導をしていただいて、昔のようにレベル水準
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を上げていただきたいというふうに、切なる

お願いです。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 済みません。今の話で、

挨拶もできないというのは、もってのほかで

すね。 

 県としても今、実は財政再建の中で人員を

絞ってきた、今少なくなってきた中で、いか

に人材のレベルアップを図るか、これはやっ

ぱり県も一緒なんですね。先ほど若手技術者

の問題というのがありました。県もこれから

いかに優秀な若手技術者を採用するか、集め

るか、そして今いる人材をいかにレベルアッ

プさせるか、これは実は県も一緒の課題であ

って、もう一つはやっぱりマンパワーの問題

があって、今回、任期付職員というのを採用

しているんですね。そういった人が減ってい

る中で、今限られた人材の中でいかにこの人

材をレベルアップさせるか、これは非常に今

県も抱えている課題であって、やっていかな

ければならない課題ですね。そこはやっぱり

私たちもそういう点は認識して。 

 ここは何か、どなたか。 

 

○船原土木部長 非常に耳の痛い話をいただ

きましたけれども、我々も今委員長からの話

もありましたように、人材育成ということに

ついては非常に大きな課題であると思ってお

ります。昔はやっぱり人的に少し余裕があっ

たとは言いませんけども、参事の職にある人

と新採はペアを組まされて、で、現場で手取

り足取り教えていただいたと。そういうとこ

ろで、我々も机上の勉強から現場の勉強まで

さしていただいたと。 

 ところが最近の状況でいけば、最初の大卒

で採用されて１年目から現場に一人で行くよ

うなそういう状況に変わってしまっておる

と。ただ、一人で行って何ができるかという

ことで、やっぱり先ほど言われたコミュニケ

ーション力も多分落ちていくんだろうと思い

ます。ですから、どうやって現場でもちゃん

と働けるような職員を育てていくかというの

は、我々も今非常に悩んでるところでありま

すので、特効薬というのが実際のところあり

ません。だけども、人は減る中でそれをやっ

ていくということについてどういう方法があ

るのか、それは我々発注者の技術屋の仕事

は、過去においては、調査、測量、設計、工

事監督、検査、その後の管理、もう一連のサ

イクル全て行政の人間がやっていたと。で、

これだけ人が減る中で、従来の仕事をそのま

ま発注者側の技術屋がやるというのが正解な

のかどうか、そこまで含めて検討していく必

要があるのではないかなというふうに思って

おります。 

 ただ、今現場をとめているような職員がお

るということであれば、それはゆゆしき問題

でありますので、できるだけそういうふうな

ことがないように即効性のある何か対策を打

っていく必要があるのかなというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員 委員長、関連です。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○佐藤雅司委員 これは、今御指摘をいただ

きましたけども、実は私たちに対しても、例

えば現場の人とか、もちろん業界の人も含め

てなんですが、地元の地権者その他ですね、

全て私たちのところに話が来ます。県庁に言

えないことなんかを私たちが、あるいは市町

村長だとかそんなのを通じて話が来ますが、

やっぱりもともとどんなに試験を受けても、

いろんな経験を積んでも、やっぱり肩書で物

を言うと、実はそれを経験してないと、現場

だけではわからないことがたくさんあると思

うとですね。 
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 だから、これも耳の痛い話かもしれません

けども、自分が偉くなったような気がするん

ですね。そうすると何でもきくというような

風潮もつくってはいかぬ。やっぱり、いつも

謙虚な気持ちで、何の世界も一緒です。これ

はもう県会議員も一緒です。これはもう先輩

の議員さんがおられて、やっぱり経験を積み

いろんなことを当たって、事例に当たって勉

強した先輩の議員さんとかですね。それは私

たちも１期目のころは、よし俺はやってやる

ぞという、肩に力が入ってやりましたけど

も、なかなか簡単にいかない。皆さんの業界

でも一緒だと思うんですね。これはもう若い

人のほうが勉強して、いわゆる回転がいいと

いうことはあるかもしれませんけども、もし

そういう現場に当たったときに、やっぱりこ

れはこうすべきだといういろんな知恵が出て

きますので、そういったこともちゃんとして

いかないかぬと思うんですね。いろんなあれ

で、自分はひょっとしたら偉くなったんでは

ないかなと。私たちもそうなんですね。やっ

ぱり偉くなってえへんと言っているよりも、

本当に自分の実力とはそうあるのかなという

ふうな気持ちにならないと、何の世界でも何

でもそれだと思いますので、そういったこと

は、こういう場所でも結構なんですけども、

いろんなことを私たちに教えていただけれ

ば、私たちからやっぱりそういったことを指

摘していくというのは私たちの仕事ですか

ら、ぜひいろいろなことを言っていただきた

いと思っております。 

 最後に阿蘇のことなんですが、そういった

ことは、恐らく阿蘇の振興局管内ではないと

いうふうに、私は確信しております。本当に

みんな頑張ってくれて、夜討ち朝駆けで頑張

ってくれて、用地交渉なんかしっかりやって

いただいております。そういう話は、私のほ

うは聞きませんが、ただ、あの仕事が非常に

いろんな発注の部分で皆さん方に御迷惑をか

けているという部分もありまして、ぜひひと

つこれだけの激災激特の話でございますの

で、阿蘇のことも御協力をいただきますよう

に、この場をかりてお願いしておきます。そ

れは要望でございます。 

 

○内野幸喜委員長 ほか何かありませんか。

もしよろしければ、ここ発言されてない方

で、これだけは言っておきたいという方はい

らっしゃいますか。大丈夫ですか。はい。 

 なければ、これで意見交換を終了させてい

ただきたいと思います。 

 きょうのこの建設常任委員会、初めての試

みということで、建設産業団体連合会の理

事、役員の皆様方に御出席をいただきまし

た。本当、私たちも初めて聞く話もありまし

たし、今まで聞いた話であったとしても、よ

り深く聞いてこなかった面もあったと思いま

す。 

委員みんな、それぞれ問題については共有

させていただきましたし、この問題意識を今

後持って建設産業の発展のために、そしてま

た、この地域の発展のために頑張っていきた

いと思いますので、どうぞ今後ともよろしく

お願いいたします。 

 本日は、さまざまな貴重な御意見をいただ

きまして、本当にありがとうございました。 

 これをもちまして、本日の第８回建設常任

委員会を閉会いたします。大変ありがとうご

ざいました。 

午後０時16分閉会 
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